
尚
書
の
鎗
衡
の
成
立

一
漢
代
に
お
け
る
「
選
挙
」
の
再
検
討
1

佐

藤

達

β良

　

【
要
約
】
　
従
来
、
漢
代
の
人
事
制
度
に
つ
い
て
は
察
挙
制
度
に
研
究
が
集
中
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
勤
務
艮
数
を
積
む
こ
と
に
よ
り
自
動

的
に
昇
進
し
て
い
く
制
度
の
あ
っ
た
こ
と
、
通
常
大
半
の
官
吏
は
こ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
り
昇
進
を
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
大
庭
修
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
日
常
の
入
事
と
妄
挙
と
の
区
別
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
漠
然
と
「
選
挙
」
な
る
呼
称
の
も
と
に
纏
足

の
人
事
制
度
が
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
は
こ
の
両
者
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
察
挙
に
非
ざ
る
日
常
の
人
事
の
制
が
後
世
の
尚
書
に
よ
る

人
事
一
「
鐙
衡
」
1
の
起
源
を
な
す
事
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
漢
代
に
お
け
る
察
挙
に
よ
ら
ぬ
資
常
的
人
事
の
存
在
と
そ
の
際
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
続
い
て
そ
れ
を
掌
る
担
当
官
庁
が
前
漢
末
頃
三
公
よ
り
尚

書
へ
移
行
し
た
こ
と
、
後
漢
の
文
献
に
見
え
る
三
公
に
よ
る
「
選
挙
し
と
は
非
常
の
義
挙
を
指
し
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
日
常
的
人
事
は
依
然
尚
書
に
よ

り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
後
漢
末
期
に
な
る
と
こ
の
よ
う
な
尚
書
に
よ
る
人
事
が
後
世
の
よ
う
に
「
鎗
衡
」
の
語
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
を

順
次
論
述
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
八
巻
四
号
　
一
九
九
五
年
七
月

〆
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序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
漢
代
の
人
事
制
度
に
つ
い
て
は
、
従
来
孝
廉
科
に
代
表
さ
れ
る
察
挙
制
度
、
及
び
辟
召
制
度
に
研
究
が
集
中
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

は
い
わ
ば
後
世
の
科
挙
に
比
せ
ら
れ
る
起
家
の
制
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
官
人
が
昇
進
し
て
い
く
か
と
い
う
、
い
わ
ば
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

転
の
制
に
つ
い
て
は
史
料
的
限
界
も
あ
り
、
管
見
の
限
り
僅
か
に
大
庭
修
氏
の
論
考
が
あ
る
の
み
で
、
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
研
究
の
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④

蓄
積
は
未
だ
手
薄
な
状
態
に
あ
る
。
察
挙
に
よ
り
遷
客
の
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
諸
先
学
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
書

な
ど
の
列
伝
を
一
見
す
れ
ぱ
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
る
特
別
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
お
い
て
も
、
そ
の
昇
進
の
過
程
に
お
い
て
察
挙
が
い
か
ほ
ど
の

比
重
を
持
っ
た
か
、
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
諸
科
目
に
よ
る
察
挙
制
度
は
、
高
級
宮
僚
に
よ
る
推
挙
の
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
推
挙
は
、
後
に
指

摘
す
る
よ
う
に
優
秀
な
る
官
人
を
特
瑚
に
昇
進
さ
せ
る
、
い
わ
ば
非
常
の
抜
擢
の
糊
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
大
庭
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う

な
凡
庸
な
る
大
半
の
官
人
の
人
事
が
通
常
い
か
な
る
制
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
は
ど
こ
の
官
庁
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
か
。
そ
の

検
討
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
従
来
、
か
か
る
通
常
の
人
事
と
察
挙
と
が
併
せ
て
、
或
い
は
明
確
に
区
別
を
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
「
選
挙
」

と
呼
ば
れ
て
き
た
。
表
題
で
括
弧
を
付
し
て
表
記
し
た
所
以
で
あ
る
。
本
稿
の
作
業
に
よ
り
こ
の
両
者
の
区
別
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、

後
に
続
く
六
朝
晴
唐
時
代
の
尚
書
に
よ
る
人
事
－
鈴
衡
の
制
の
起
源
に
つ
い
て
も
併
せ
て
論
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
対
象
と
す
る
時
期
は
主
に
前
漢
末
期
以
降
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
こ
の
頃
よ
り
考
察
の
糸
口
と
な
る
史
料
が
僅
か
な
が
ら

見
ら
れ
始
め
る
こ
と
、
又
一
つ
に
は
こ
の
頃
よ
り
あ
ら
わ
れ
始
め
る
尚
書
に
よ
る
人
事
の
制
が
後
の
時
代
の
制
度
の
源
流
と
見
ら
れ
る
、
と
い

う
こ
と
に
よ
る
。

　
以
下
、
次
の
手
順
に
よ
っ
て
論
述
を
行
う
。
ま
ず
第
一
に
漢
代
に
お
け
る
察
挙
に
よ
ら
な
い
日
常
的
人
事
の
存
在
を
指
摘
し
（
以
下
、
本
稿
で

は
特
に
「
非
常
の
人
事
し
等
と
記
さ
な
い
限
り
、
「
人
事
」
と
は
こ
の
よ
う
な
日
常
的
人
事
の
意
で
用
い
る
）
、
そ
の
際
の
具
体
的
手
続
き
に
触
れ
る
。
第

二
に
そ
れ
を
掌
る
担
当
官
庁
が
前
漢
末
よ
り
次
第
に
三
公
よ
り
尚
書
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
、
第
三
に
後
漢
の
文
献
に
見
え
る
三
公
に
よ

る
「
選
挙
」
と
は
か
か
る
日
常
の
人
事
で
は
な
く
盛
挙
を
指
し
て
い
た
こ
と
、
第
四
に
、
従
っ
て
後
漢
に
お
い
て
も
日
常
の
人
事
は
尚
書
が
行

っ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
や
は
り
一
章
で
触
れ
た
よ
う
な
手
続
き
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第
五
に
こ
の
よ
う
な
尚
書
に
よ
る
日
常
的
人
事
が

後
世
の
尚
書
に
よ
る
人
事
の
制
へ
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
以
上
を
五
章
に
わ
た
り
順
次
論
証
す
る
。
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①
察
挙
欄
度
に
関
す
る
論
考
は
日
中
合
わ
せ
れ
ば
枚
挙
に
暇
な
い
が
、
近
年
の
主

　
な
も
の
と
し
て
黄
留
珠
『
秦
漢
仕
進
制
度
』
（
西
北
大
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
、

　
福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
（
創
文
裁
、
一
九
八
八
年
）
、
閻
歩
克

　
『
察
挙
純
度
変
遷
史
稿
』
（
遼
寧
大
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
等
が
あ
る
。

②
辞
召
制
度
の
主
な
研
究
と
し
て
は
福
井
氏
前
掲
書
四
章
の
他
、
五
井
直
弘
「
後

　
漢
時
代
の
官
道
登
用
制
『
辞
召
』
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
七
八
、
一
九

　
五
四
年
）
、
永
田
英
正
「
漢
代
の
選
挙
と
官
僚
階
級
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
四
一
、

　
一
九
七
〇
年
）
、
西
川
利
文
「
漢
代
辟
召
制
の
確
立
」
（
『
驚
陵
史
学
』
一
五
、
　
一

　
九
八
九
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

③
　
「
講
読
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」
（
同
氏
『
棊
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文

　
抵
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）

④
　
「
「
建
武
五
年
遷
補
牒
」
と
功
労
文
書
」
（
同
氏
『
漢
簡
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九

　
九
二
年
、
所
収
）
。
な
お
、
居
睡
漢
簡
を
材
料
と
し
た
研
究
は
い
く
つ
か
あ
る
が

　
（
角
谷
常
子
「
漢
代
居
延
に
お
け
る
軍
政
系
統
と
県
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」
『
史

　
林
』
七
穴
1
一
、
　
一
九
九
三
年
、
等
）
、
百
石
以
下
の
辺
境
の
軍
吏
の
ケ
ー
ス
に

　
限
ら
れ
、
勅
任
官
の
人
事
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
は
依
然
明
ら
か
で

　
な
い
。

功
次
に
よ
る
昇
進
　
－
「
牒
」
と
「
嘗
簿
」
i
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大
庭
氏
は
か
つ
て
、
手
代
官
吏
の
昇
進
に
お
い
て
、
察
挙
に
よ
ら
ず
に
一
定
の
年
限
を
積
む
こ
と
　
　
「
功
次
」
一
に
よ
り
機
械
的
に
昇
進

し
て
い
く
人
事
の
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
し
て
史
書
に
名
を
残
さ
な
い
大
半
の
智
北
は
こ
の
よ
う
な
人
事
の
法
に
よ
り
昇
進
を
遂
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
日
常
の
功
次
に
よ
る
官
吏
の
昇
進
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
僅
か
な
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
そ
の
一
端
を
窺
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
日
常
の
人
事
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
、
漢
書
匡
衡
伝
の
次
の
記
載
に
注
浮
し
た
い
。

会
た
ま
宣
帝
崩
じ
、
元
帝
初
め
て
即
位
す
、
安
陵
素
馨
高
、
外
属
を
以
て
大
司
馬
野
盗
将
軍
と
為
り
、
尚
書
事
を
領
す
、
前
将
軍
蒲
望
之
、
副
為
り
。
望

之
、
名
儒
に
し
て
師
傅
の
旧
恩
有
り
、
天
子
こ
れ
に
任
じ
、
貢
博
す
る
所
多
し
。
高
、
位
に
充
つ
る
の
み
、
望
之
と
隙
有
り
。
長
安
令
楊
興
、
高
に
説
き

て
曰
く
、
：
…
・
平
原
文
学
匡
衡
、
材
智
余
り
有
り
、
経
学
絶
倫
な
る
も
、
但
だ
朝
廷
に
階
無
き
を
以
て
、
故
に
牒
に
随
い
て
除
さ
れ
て
遠
方
に
在
り
（
師

古
曰
く
、
階
と
は
升
次
を
謂
う
也
。
牒
に
随
う
と
は
、
選
補
の
恒
牒
に
随
い
超
擢
を
被
ら
ざ
る
者
な
り
）
。
将
軍
、
誠
に
召
し
て
莫
府
に
置
か
ば
、
学
士
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款
然
と
し
て
仁
に
帰
せ
ん
、
事
議
に
与
参
せ
し
め
其
の
所
有
を
観
、
之
を
朝
廷
に
貢
が
ぱ
、
必
ず
や
国
器
と
為
ら
ん
、
…
…
高
、
其
の
言
を
然
り
と
な
し
、

　
　
　
衡
を
辟
し
て
議
曹
史
と
為
し
、
衡
を
上
に
薦
む
、
上
、
以
て
郎
中
と
為
し
、
博
士
、
給
意
中
に
遷
る
。

こ
こ
で
顔
師
古
は
「
牒
に
随
い
て
除
さ
る
」
（
「
随
牒
除
」
）
と
い
う
語
を
「
選
補
の
恒
牒
に
随
い
超
擢
を
被
ら
ざ
る
者
な
り
」
と
説
明
し
て
お
り
、

こ
れ
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
功
次
に
よ
る
昇
進
の
手
続
き
に
関
係
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。

　
問
題
の
箇
所
、
「
牒
に
随
い
て
除
さ
れ
て
遠
方
に
在
り
」
は
前
文
で
は
「
学
齢
甲
科
、
令
に
応
ぜ
ざ
る
を
以
て
除
さ
れ
て
太
常
掌
故
と
為
り
、

平
原
文
学
に
調
解
せ
ら
る
」
と
あ
る
。
ま
ず
、
「
以
不
応
令
」
の
令
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
、
史
記
・
漢
書
儒
林
伝
に

載
せ
る
、
武
帝
年
間
、
博
士
弟
子
の
設
置
に
関
す
る
公
孫
弘
の
有
名
な
上
奏
文
で
あ
る
（
品
書
の
異
同
は
〔
史
記
〕
（
漢
書
）
で
示
す
）
。

　
　
　
公
孫
弘
の
学
官
と
為
る
や
、
道
の
馨
滞
せ
る
を
悼
み
、
乃
ち
請
い
て
曰
く
、
…
…
博
士
官
が
た
め
に
弟
子
五
十
人
を
置
き
、
其
の
身
を
復
し
、
…
…
一
歳

　
　
　
に
し
て
皆
な
輻
ち
〔
課
〕
（
試
）
し
、
能
く
一
芸
以
上
に
通
ぜ
ぱ
、
文
学
憲
政
の
歓
に
補
せ
ん
、
其
の
高
弟
に
し
て
以
て
紅
中
と
為
す
書
き
（
者
）
は
、

　
　
　
太
常
籍
し
て
奏
し
、
即
し
秀
才
異
等
号
ら
ぼ
、
輯
ち
名
を
以
て
聞
せ
し
め
ん
。
其
の
学
を
事
と
せ
ず
若
し
く
は
下
材
及
び
一
芸
に
通
ず
る
能
わ
ざ
る
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
韓
ち
之
を
罷
め
、
乱
し
て
諸
〔
不
監
置
の
罰
〕
（
能
く
称
う
者
）
を
請
わ
ん
。
…
…
〔
礼
を
治
め
て
次
い
で
掌
故
を
治
め
〕
（
無
礼
受
配
は
）
文
学
礼
儀
を

　
　
　
以
て
官
と
為
し
、
留
滞
せ
る
も
の
を
遷
さ
ん
。
請
う
ら
く
は
其
の
秩
比
二
百
石
以
上
、
及
び
吏
の
百
石
に
し
て
一
芸
以
上
に
通
ず
る
も
の
を
選
択
し
、
左

　
　
右
内
史
・
大
行
の
卒
史
に
補
せ
ん
、
比
百
石
〔
已
〕
（
以
）
下
は
、
郡
太
守
の
卒
史
に
補
す
る
こ
と
、
皆
な
各
お
の
二
人
、
辺
重
な
れ
ぱ
一
人
。
先
に
諦

　
　
　
ん
ず
る
こ
と
多
き
者
を
用
い
、
〔
若
し
〕
足
ら
ざ
れ
ば
、
〔
乃
ち
〕
掌
故
を
択
び
（
以
て
）
中
二
千
石
の
属
に
補
し
、
文
学
掌
故
は
郡
の
属
に
補
し
、
員
を

　
　
備
え
ん
、
請
う
ら
く
は
功
令
に
著
し
、
〔
佗
〕
（
宮
）
は
律
令
の
如
く
せ
ん
。
と
。
制
し
て
曰
く
可
。

最
後
に
「
請
著
功
令
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
帝
の
裁
可
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
公
孫
弘
の
上
疏
文
は
功
令
に
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
配
電
甲
科
の
試
験
に
応
じ
た
結
果
下
落
で
あ
っ
た
（
史
記
九
六
張
丞
相
列
伝
・
楮
補
で
は
九
回
受
け
た
の
ち
に
よ
う
や
く
丙
科
に
合
格
し
た
と
あ
る
）
た

め
に
太
常
掌
故
の
官
に
補
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
こ
の
公
孫
弘
の
上
疏
の
前
半
部
、
博
士
弟
子
の
試
験
に
応
じ
た
結
果
能
く
一
芸
以
上
に
通
ず

る
者
は
文
学
乱
婚
の
欠
員
に
補
す
る
、
と
い
う
規
定
、
そ
こ
か
ら
の
ち
平
原
文
学
卒
史
に
選
ば
れ
た
と
い
う
の
は
、
後
半
部
、
治
礼
毒
念
の
官
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の
昇
進
に
関
す
る
規
定
－
i
・
「
足
ら
ざ
れ
ぱ
堂
堂
を
択
び
以
て
中
二
千
石
の
属
に
補
し
、
文
学
掌
故
は
郡
の
属
に
補
す
」
1
に
従
っ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
る
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
な
か
ろ
う
。
と
す
る
と
、
結
局
後
文
で
「
随
牒
除
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
実
質
は
、
か
か
る
功
令
の
規

定
一
顔
師
古
の
所
謂
「
選
補
の
恒
牒
」
i
に
従
っ
た
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
牒
」
と
は
こ
の
場
合
功
令
の
規
定
で
あ
り
、

「
随
牒
除
」
と
は
、
そ
の
功
令
に
規
定
さ
れ
る
昇
進
の
決
ま
り
に
従
っ
て
官
、
こ
の
場
合
は
平
原
文
学
卒
史
に
除
任
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
同
様
に
射
策
の
試
験
に
よ
り
掌
故
の
官
か
ら
文
学
卒
史
に
遷
っ
た
者
と
し
て
、
武
器
年
間
の
児
寛
が
い
る
。

　
　
以
射
策
為
掌
故
、
功
次
、
補
廷
尉
文
学
卒
史
。
（
漢
書
本
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
こ
で
は
掌
故
か
ら
廷
尉
文
学
卒
史
へ
「
功
次
」
も
て
遷
っ
た
と
あ
る
。
既
に
し
て
こ
の
昇
進
が
公
孫
弘
の
上
疏
に
よ
る
功
令
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぼ
、
こ
の
場
合
功
次
に
よ
る
昇
進
は
功
令
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
匡
衡
の
場
合
に
も
同
様
に
、
彼
は
功
次
を

積
ん
だ
結
果
「
選
補
の
恒
牒
」
1
一
功
令
に
随
っ
て
平
原
文
学
卒
史
へ
遷
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
随
牒
除
」
が
功
次
を
積
ん
だ
結
果
功
令
の
よ
う
な
昇
進
の
規
定
に
従
っ
て
い
わ
ば
自
動
的
に
昇
進
を
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る

と
す
る
と
、
甘
煮
伝
で
「
朝
廷
に
階
な
き
が
た
め
に
牒
に
随
い
て
愛
せ
ら
れ
」
と
あ
る
「
階
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
顔
師
古
は
そ
れ
に
対
し

「
昇
次
を
謂
う
な
り
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
随
牒
除
」
と
重
い
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
随
牒
除
」
と
い
う
の
が
先
述
の
よ
う
に
、
ま
た
師
古
自
身
注
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
昇
進
の
規
定
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
「
昇
次
」
1
昇
進

の
順
番
1
と
そ
の
よ
う
な
「
昇
次
」
を
規
定
し
た
令
文
と
が
相
い
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
矛
盾
し
て
い
る
。
寧
ろ
、
こ

こ
は
「
階
」
を
「
つ
て
、
手
が
か
り
」
と
読
み
、
「
朝
廷
に
有
力
者
の
つ
て
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
非
常
の
抜
擢
を
受
け
る
こ
と
な
く
通
常
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

昇
進
の
規
定
に
従
っ
て
遠
方
の
官
に
除
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
朝
廷
に
有
力
者
の
手
が
か
り
が
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
ば
非
常
の
抜
擢
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
推
挙
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
推
挙
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
匡
衡
は
「
牒
」
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
功
令
の
規
定
に
従
っ
て
平
原
羅
文
学
卒
史
に
除
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せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
功
令
等
の
規
定
に
従
い
功
次
も
て
行
わ
れ
る
人
事
と
高
官
の
推
挙
に
よ
る
人
事
と
の
二
者
の
存
在
、
両
者
の
明
ら
か
な
区
別
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
は
平
原
文
学
卒
史
と
い
う
百
石
の
非
勅
任
官
の
事
例
で
あ
る
が
、
勅
任
嘗
の
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
え
ば
、
同
じ
「
随
牒

除
」
の
語
が
隷
釈
巻
四
に
収
め
る
青
衣
尉
趙
孟
麟
羊
餐
道
碑
に
も
見
え
る
。

　
　
羊
画
道
、
旧
故
南
の
か
た
高
山
を
上
り
、
下
り
て
は
深
谷
に
入
る
、
危
峻
に
し
て
遠
き
を
回
り
、
百
姓
愚
苦
す
。
永
初
穴
年
、
青
衣
尉
南
安
の
趙
孟
麟
、

　
　
更
易
し
て
此
の
道
に
由
る
、
…
…
青
衣
早
蒔
醤
、
故
と
治
所
の
書
佐
・
郡
の
督
郵
た
り
、
牒
に
随
い
除
さ
れ
て
官
に
到
る
、
六
日
に
し
て
郡
召
し
て
蜀
鉄

　
　
官
長
を
守
せ
し
む
、
四
月
を
積
み
、
治
状
辮
明
た
り
、
罷
り
て
成
都
を
離
し
、
今
ま
復
た
尉
の
官
に
還
帰
せ
り
。

あ
と
に
「
今
復
還
帰
尉
官
」
と
あ
り
、
　
こ
の
「
随
牒
除
」
に
よ
っ
て
「
到
」
つ
た
官
と
は
蜀
郡
青
衣
三
尉
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
孟
麟
は

「
治
所
」
（
恐
ら
く
県
で
あ
ろ
う
）
の
書
佐
・
郡
督
郵
か
ら
県
尉
へ
「
随
陪
聴
」
の
手
続
き
を
経
て
昇
進
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
顔
師

古
に
よ
る
に
、
そ
の
「
牒
」
と
は
「
選
補
の
恒
牒
」
で
あ
り
、
匡
衡
の
事
例
に
お
い
て
そ
れ
は
具
体
的
に
は
昇
進
の
規
定
を
定
め
た
功
令
の
条

文
で
あ
っ
た
。
こ
の
碑
に
記
さ
れ
る
後
漢
聖
帝
年
間
の
事
例
に
お
い
て
も
、
盤
質
は
同
様
に
何
ら
か
の
昇
進
の
規
定
に
従
い
、
察
挙
に
よ
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
功
次
を
積
み
百
石
の
郡
吏
よ
り
県
尉
と
い
う
秩
は
高
く
は
な
い
が
勅
任
の
官
に
昇
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
功
令
等
の
昇
進
の
規
定
に
従
っ
た
人
事
の
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
が
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
片

を
窺
わ
せ
る
の
が
次
の
後
漢
書
安
帝
紀
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
（
延
光
元
年
八
月
）
巴
亥
、
詔
す
ら
く
。
三
公
・
中
二
千
石
の
、
刺
史
・
二
千
石
・
令
・
長
・
相
を
挙
ぐ
る
に
、
事
を
視
る
こ
と
一
歳
以
上
十
歳
に
至
り
、

　
　
清
白
に
し
て
利
を
愛
み
、
能
く
身
を
勅
し
て
下
を
率
い
、
姦
を
防
ぎ
煩
を
覆
め
、
人
に
益
あ
る
者
は
、
公
簿
に
拘
る
な
か
れ
（
注
・
官
命
に
拘
る
な
か
れ

　
　
と
は
、
こ
れ
を
超
遷
す
る
を
受
け
、
常
牒
に
拘
ら
ざ
る
を
謂
う
也
）
。
刺
史
の
所
部
を
挙
げ
、
郡
国
太
守
相
の
墨
綬
を
挙
ぐ
る
に
、
隠
親
し
て
心
を
悉
し
、

　
　
浮
華
を
取
る
勿
れ
。
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安
帝
の
詔
に
よ
り
三
公
及
び
中
二
千
石
の
九
卿
に
刺
史
・
太
守
の
中
か
ら
治
績
あ
る
者
の
察
挙
が
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
「
官
簿
に
拘
る

無
か
れ
」
と
あ
る
。
章
懐
注
は
こ
の
時
の
察
挙
を
「
こ
れ
を
超
遷
す
る
を
受
け
、
常
牒
に
拘
ら
」
ざ
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
こ
の
察
挙
の
詔

令
が
1
察
挙
で
あ
る
が
ゆ
え
に
1
通
常
の
遷
次
を
超
え
た
、
い
わ
ぼ
非
常
の
人
事
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
言
い
換
え
れ

ば
そ
れ
に
対
す
る
通
常
の
牧
丘
馬
長
の
人
事
の
際
に
は
「
官
簿
」
が
参
照
さ
れ
そ
の
記
載
に
従
っ
て
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
詔
令
に
見
え
る
、
通
常
の
「
血
忌
」
に
よ
る
人
事
と
非
常
の
察
挙
と
の
対
比
が
、
先
の
匡
虚
伝
に
見
え
る
「
随
牒
除
」
と
推
挙
と
の
対
比
と

重
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
官
簿
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
漢
書
径
方
進
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
是
よ
り
先
、
逢
信
己
に
高
宮
郡
守
従
り
京
兆
・
太
僕
を
歴
て
衛
尉
為
り
、
宮
簿
は
皆
な
風
儀
の
右
に
在
り
（
師
古
曰
く
、
簿
と
は
三
部
を
謂
う
也
）
。
御

　
　
史
大
夫
の
敏
く
る
に
及
び
、
三
人
皆
な
名
卿
た
り
、
倶
に
選
中
に
在
り
、
而
し
て
方
進
之
を
得
。

こ
こ
に
も
「
官
簿
」
が
見
え
、
こ
れ
に
対
し
顔
師
古
は
「
伐
閲
な
り
」
と
の
解
釈
を
与
え
て
い
る
。

　
今
一
つ
の
例
と
し
て
、
漢
書
王
葬
伝
上
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
大
司
馬
護
軍
官
虚
言
す
ら
く
、
「
安
漢
公
、
子
の
宇
の
管
藥
の
享
に
陥
る
に
遭
う
、
子
愛
は
至
り
て
深
き
も
、
帝
室
の
為
に
故
さ
ら
に
敢
え
て
私
を
顧
み

　
　
　
ず
。
宇
の
事
に
遭
う
を
難
い
、
唱
然
と
し
て
憤
発
し
書
八
篇
を
作
り
、
以
て
子
孫
を
戒
め
り
。
宜
し
く
郡
国
に
班
下
し
、
学
官
を
し
て
以
て
教
授
せ
し
め

　
　
　
ん
」
と
。
事
、
翠
雲
に
下
る
に
、
請
う
ら
く
は
天
下
の
吏
の
能
く
公
の
戒
を
諦
ん
ず
る
者
を
し
て
、
以
て
官
簿
に
著
せ
し
む
る
こ
と
孝
経
に
比
せ
ん
、
と
。

こ
こ
で
顔
師
古
は
「
官
簿
に
著
す
と
は
、
之
を
用
っ
て
選
挙
せ
ら
る
る
を
得
る
な
り
」
と
注
を
付
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
官
爵
に
は
孝
経
や

王
葬
の
戒
子
書
を
能
く
諦
ん
ず
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
昇
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
嵩
置
が
一
方
で
は
伐
閲
“
功
労
と
解
釈
さ
れ
、
一
方
で
は
ま
た
そ
れ
は
孝
経
や
伊
欝
の
三
子
書
を
能
く
論
ん
ず
る
旨
の
記
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
だ
と
す
る
と
、
こ
の
両
者
の
矛
盾
な
い
解
釈
は
こ
う
な
ろ
う
。
宮
簿
に
は
功
労
が
記
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
そ
こ
に
は
孝
経
や
王
受
戒
子
書
等

を
暗
記
し
て
い
る
旨
も
附
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
功
労
を
は
じ
め
官
人
で
あ
る
上
で
の
様
々
な
資
格
を
附
記
し
、
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⑨

昇
進
の
基
準
と
し
て
参
照
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
通
常
の
人
事
は
そ
の
よ
う
な
宮
簿
の
記
載
を
参
照
し
て
行
わ
れ
た

76　（564＞

以
上
に
よ
り
、
推
挙
に
よ
ら
な
い
通
常
の
人
事
は
追
走
等
の
昇
進
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
は
官
簿
に
記
さ
れ
る
功
労
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
の
資
格
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
推
測
的
な
が
ら
分
か
っ
た
。

　
こ
う
い
つ
た
官
人
の
功
労
等
の
管
理
－
考
課
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
、
規
定
に
従
っ
た
官
吏
の
昇
進
、
つ
ま
り
本
稿
で
問
題
と
す
る
日
常
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

官
僚
の
人
事
は
、
こ
と
二
百
石
以
上
の
勅
任
官
に
限
っ
た
場
合
、
ど
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
　
前
章
注
⑧
所
掲
論
文
。

②
　
漢
書
補
注
、
王
先
賢
の
説
で
は
「
以
治
礼
掌
故
」
の
以
は
術
字
。

③
丞
相
匡
評
者
、
…
…
糞
下
、
出
射
策
邸
中
、
至
九
、
乃
中
丙
科
。
其
経
以
不
中

　
科
故
明
習
。
補
平
原
郡
文
学
卒
史
。

④
　
土
塁
史
記
楮
補
に
は
「
丙
科
に
中
る
」
と
あ
り
、
射
策
の
成
績
が
甲
乙
丙
科
に

　
分
け
ら
れ
た
の
は
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
（
漢
書
儒
林
伝
に
は
平
皿
年
間
と
あ

　
る
が
、
至
聖
が
丙
科
に
合
格
し
た
と
い
う
の
は
宣
帝
年
間
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

　
実
際
に
は
平
帝
以
前
か
ら
既
に
そ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し

　
れ
な
い
）
。
従
っ
て
こ
の
公
孫
弘
の
上
疏
に
よ
る
当
初
の
規
定
か
ら
は
や
や
変
化

　
が
見
ら
れ
る
が
、
甲
乙
の
者
が
郎
中
に
、
丙
科
の
者
が
文
学
掌
故
に
補
せ
ら
れ
る

　
と
い
う
規
定
は
基
本
的
に
初
期
の
規
定
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
西
川

　
利
文
「
漢
代
博
士
弟
子
制
度
の
展
開
」
（
『
鷹
陵
史
学
』
一
七
、
一
九
九
一
年
）
参

　
照
。

⑤
類
似
の
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
当
、
少
為
大
行
治
礼
丞
、
功
次
補
大
獄
鵬
文
学
、
察
廉
為
順
陽
長
・
拘
邑
令
、

　
　
　
以
明
経
為
博
士
、
公
卿
薦
当
論
議
通
明
、
給
獄
中
。
（
漢
書
平
倉
伝
）

　
こ
こ
で
は
彼
が
拙
策
に
応
じ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
治
礼
の
宮
か
ら
文
学

　
卒
史
へ
遷
っ
た
と
い
う
の
は
匡
衡
や
児
寛
の
察
例
に
似
る
。
や
は
り
こ
の
際
の
昇

　
進
も
さ
き
の
功
令
の
後
半
部
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑥
　
こ
の
読
み
に
つ
い
て
は
小
南
一
郎
氏
よ
り
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

⑦
　
同
様
の
議
論
は
論
衡
・
効
力
篇
に
も
見
え
る
。

　
　
　
…
…
文
儒
懐
先
王
之
道
、
含
百
家
之
言
、
其
難
推
引
、
非
徒
任
車
中
重
也
。

　
　
　
薦
致
壮
者
、
罷
灘
無
力
、
三
芳
鼠
二
上
穴
　
。
…
…
文
章
湧
澤
、
不
遭
有
力

　
　
　
之
将
援
引
薦
挙
、
亦
将
棄
遺
於
衡
門
之
下
、
固
安
得
升
隣
聖
主
之
庭
、
論
説

　
　
　
政
審
之
務
乎
。
…
…

　
い
か
に
博
学
達
文
の
士
で
あ
ろ
う
と
も
、
繭
廷
の
有
力
者
の
推
挙
な
し
に
は
、
「
衡

　
門
（
質
素
な
家
）
の
下
に
棄
遺
さ
れ
」
出
世
を
望
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

⑧
或
い
は
、
彼
は
百
石
の
郡
更
で
あ
っ
て
県
尉
を
守
任
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

　
と
の
疑
闇
も
起
こ
り
う
る
が
、
碑
文
に
よ
れ
ば
彼
は
南
安
の
人
と
あ
り
、
南
安
県

　
は
腱
為
郡
に
属
す
る
。
一
方
彼
の
赴
任
し
た
青
衣
県
は
孟
麟
が
こ
の
道
を
付
け
替

　
え
た
安
帝
永
初
穴
年
に
は
蜀
郡
に
属
し
て
お
り
、
勅
任
官
に
お
け
る
本
籍
地
回
避

　
の
原
則
の
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
彼
は
本
籍
地
任
用
を
原
則
と
す
る
百
石
の

　
吏
と
し
て
赴
任
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
浜
口
回
国
氏
は
南

　
安
県
は
一
時
蜀
郡
に
属
し
た
時
期
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
推
測
さ
れ
、
彼
を
や
は
り



守
任
の
県
尉
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
（
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
門
・
守

長
・
守
丞
・
守
尉
等
の
宮
に
就
い
て
」
『
秦
漢
字
唐
史
の
研
究
』
下
、
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
六
六
年
、
所
収
）
、
大
庭
段
は
、
彼
は
或
い
は
郎
中
を
経
て
真
任

の
勅
任
官
と
し
て
就
関
し
て
お
り
、
碑
文
で
は
藩
中
を
経
た
こ
と
を
省
略
し
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
「
漢
の
官
吏
の
兼
任
」
前
章
注
③
所
掲
書
所
収
）
。

私
は
両
氏
い
ず
れ
の
説
に
も
与
し
な
い
。
南
安
県
が
蜀
郡
に
属
し
た
時
期
が
あ
っ

た
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
一
方
、
大
庭
氏
の
言
わ
れ
る
よ

う
に
彼
が
郎
中
を
経
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
孝
廉
に
察
挙
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
孟

麟
の
治
績
を
讃
え
る
碑
文
に
お
い
て
、
孝
廉
に
察
挙
さ
れ
、
及
び
中
央
の
郎
官
を

　
経
る
と
い
う
名
誉
が
県
書
聖
や
郡
督
郵
、
小
県
の
尉
へ
の
禽
獣
よ
り
後
回
し
に
ざ

　
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑨
　
な
お
、
こ
の
官
簿
と
い
う
も
の
は
一
種
類
の
特
定
の
簿
籍
を
指
す
の
で
は
な
く
、

　
官
人
の
管
理
に
関
す
る
数
種
の
簿
籍
類
の
総
称
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

　
の
点
に
つ
い
て
は
今
は
論
じ
な
い
。

⑩
百
石
以
下
の
官
に
つ
い
て
は
地
方
な
ら
ば
郡
国
の
層
相
に
そ
の
権
が
あ
っ
た
こ

　
と
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
無
か
ろ
う
。
中
央
の
場
合
に
は
大
男
腫
が
そ
れ
を
行

　
つ
た
と
い
う
（
後
引
違
乱
儀
）
。

二
　
前
漢
に
お
け
る
人
事
権
の
所
在
一
1
三
公
か
ら
尚
書
へ
i

尚書の鐙衡の成立（佐藤）

本
章
で
は
、
前
漢
の
後
半
期
頃
ま
で
丞
相
・
御
史
大
夫
、
後
の
三
公
が
官
僚
の
人
事
を
行
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
次
第
に
尚
書

へ
そ
の
職
能
が
移
行
し
始
め
前
漢
最
末
期
に
は
六
百
石
以
上
の
高
級
宮
僚
の
人
事
は
尚
書
が
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
前
漢
、
と
く
に
前
半
期
、
通
常
の
人
事
の
権
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
考
え
る
に
、
こ
れ
が
甚
だ
曖
昧
模
糊
と
し
て
お
り
わ
か
り
に
く
い
。
そ

れ
が
あ
る
程
度
分
か
っ
て
く
る
の
は
、
前
漢
の
後
半
期
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
黄
帝
時
代
、
丞
相
が
官
吏
の
考
課
の
た
め
の
資
料
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
宣
帝
期
に
丞
相
と
な
っ
た
三
吉

の
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

（
駅
吏
）
適
た
ま
概
定
の
赤
白
重
を
持
つ
を
見
る
、
辺
郡
よ
り
奔
命
書
を
発
し
馳
せ
来
り
て
至
る
な
り
。
駅
吏
、
因
り
て
翻
案
に
随
い
て
公
車
に
至
り
刺

臆
す
る
に
、
虜
の
雲
申
・
代
郡
に
入
る
を
知
る
、
遽
や
か
に
府
に
帰
り
て
（
丞
相
）
吉
に
見
え
て
状
を
白
し
、
因
り
て
曰
く
、
蹴
る
ら
く
は
虜
の
入
る
所

の
辺
郡
の
二
千
石
・
長
吏
に
老
病
に
し
て
兵
馬
に
任
ぜ
ざ
る
者
有
ら
ん
、
宜
し
く
食
じ
め
視
る
幽
し
、
と
。
吉
、
其
の
番
を
掴
み
し
、
東
曹
を
召
し
て
辺

長
吏
を
案
じ
、
面
し
て
其
の
人
を
科
条
す
（
張
曇
日
く
、
隙
は
録
な
り
。
其
の
人
の
老
少
及
び
経
歴
す
る
所
を
科
条
し
、
其
の
本
と
文
武
を
以
て
進
む
を

77　（565）



　
　
　
知
ら
ん
と
欲
す
る
也
）
。
未
だ
已
ま
ざ
る
に
詔
し
て
丞
相
御
史
を
召
し
問
う
に
虜
の
入
る
所
の
軍
吏
を
以
て
す
、
吉
、
具
さ
に
対
う
。
　
（
漢
書
丙
吉
伝
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
辺
境
の
長
吏
の
勤
務
状
況
、
年
齢
、
経
歴
な
ど
の
情
報
が
丞
相
府
の
東
野
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
漢
の
史

料
で
は
あ
る
が
、
続
漢
書
百
官
志
に
も
三
公
の
一
た
る
太
尉
府
の
東
曹
の
説
明
と
し
て
「
二
千
石
の
長
吏
の
遷
除
及
び
軍
吏
を
掌
る
」
と
あ
り
、

二
千
石
に
至
る
天
下
の
官
吏
の
考
課
は
上
計
に
よ
り
三
公
府
の
東
曹
に
保
管
さ
れ
、
三
公
に
よ
る
人
事
の
資
料
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
そ
れ
を
も
と
に
三
公
に
よ
る
人
事
異
動
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
田
重
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
毎
年
度
の
地
方
官
の
治
績
は
上
計
隻
に

託
さ
れ
て
丞
相
、
の
ち
に
は
司
徒
府
に
報
告
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
丞
相
・
御
史
大
夫
は
考
課
を
行
っ
た
。
続
漢
書
百
官
志
に
も
三
公
の
一
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
司
徒
は
「
四
方
の
民
事
の
考
課
を
掌
」
つ
た
と
あ
る
。

　
次
に
、
成
無
期
に
丞
相
・
御
史
大
夫
が
地
方
官
の
考
課
の
資
料
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
漢
書
聾
宣
伝
の
次
の
記
事
が
あ

る
。　

　
　
月
余
に
し
て
御
史
大
夫
子
永
卒
す
、
谷
永
上
駕
し
て
曰
く
、
「
…
…
御
史
大
夫
、
内
は
本
朝
の
風
化
を
承
け
、
外
は
丞
相
を
佐
け
て
天
下
を
要
理
す
、
任

　
　
　
は
重
く
職
は
大
、
聖
母
の
能
く
堪
う
る
所
に
非
ず
。
今
ま
嶺
に
璽
卿
よ
り
選
び
、
以
て
其
の
歓
に
充
つ
る
べ
し
。
…
…
窃
か
に
見
る
に
少
童
宣
、
材
は

　
　
重
く
行
は
禦
、
従
政
に
達
す
、
前
に
御
史
中
丞
と
為
り
、
憲
を
毅
下
に
執
る
に
、
剛
き
を
吐
き
柔
ら
か
き
を
懐
わ
ず
、
挙
錯
時
に
当
た
り
、
出
で
て
は
臨

　
　
潅
・
陳
留
に
鞭
た
れ
ぱ
二
郡
治
を
称
す
、
左
結
翔
と
為
れ
ば
教
を
崇
び
善
を
養
う
、
威
徳
並
び
に
行
わ
れ
、
衆
職
修
理
す
、
聖
篭
絶
息
し
、
辞
饗
す
る
者

　
　
　
歴
年
丞
相
府
に
至
ら
ず
、
善
後
に
余
せ
る
盗
賊
は
三
輔
を
什
押
せ
る
の
一
の
み
。
功
効
卓
爾
た
り
、
左
内
史
の
初
め
て
置
か
れ
て
疑
り
以
来
未
だ
嘗
て
有

　
　
　
ら
ざ
る
也
。
…
…
宣
の
考
績
功
課
、
過
し
て
両
府
に
在
れ
ば
、
敢
え
て
過
称
し
以
て
欺
認
の
罪
を
好
さ
ず
。
臣
聞
く
な
ら
く
早
生
は
治
人
よ
り
大
な
る
は

　
　
　
莫
し
と
、
宣
は
已
に
効
あ
り
。
…
…
し
上
、
之
を
猛
り
と
し
、
遂
に
宣
を
以
て
御
史
大
夫
と
な
す
。

墨
画
が
卒
し
た
の
は
成
帝
紀
に
よ
る
に
成
帝
陽
朔
四
年
閏
十
二
月
で
あ
る
。
騨
宣
の
郡
太
守
時
代
の
「
考
績
功
能
」
が
「
修
し
て
」
つ
ま
り
調

　
　
　
　
　
　
　
③

べ
上
げ
ら
れ
た
上
で
「
両
府
に
在
」
つ
た
と
い
う
。
両
府
と
は
顔
師
古
に
よ
る
に
丞
相
・
御
史
府
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
は
地
方
官
の
考
課
が

丞
相
・
御
史
大
夫
の
府
に
報
告
さ
れ
そ
こ
で
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
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尚懇の鐙衡の成立（佐藤）

　
以
上
が
前
漢
の
末
期
ま
で
の
制
度
で
あ
ウ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
、
既
に
高
級
官
僚
に
つ
い
て
は
次
第
に
尚
書
へ
人
事
の
権
が
移
行

し
つ
つ
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
漢
書
黄
覇
伝
に
は
、
丞
相
の
黄
覇
が
宣
帝
に
対
し
太
尉
の
推
挙
を
行
っ
た
と
こ
ろ
「
将
相
の
富
は
朕
の
任
な
り
」
と
叱
責
を
受
け
た
と
あ
る
。

こ
れ
は
宣
帝
と
い
う
強
力
な
指
導
力
を
持
っ
た
帝
の
時
代
に
お
け
る
特
例
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
建
て
前
と
し
て
は
当

時
中
央
の
高
級
官
僚
の
人
選
は
帝
自
身
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
嫁
掛
に
よ
る
詰
問
と
叱
責
は
尚
書
を
通
じ

て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
前
の
黄
覇
に
よ
る
推
挙
も
同
様
に
尚
書
の
取
り
次
ぎ
を
経
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
の
元
帝
時
代
に
は
、
尚
書
が
御
史
大
夫
の
選
任
に
関
与
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
漢
書
薦
野
中
伝
の
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
数
年
に
し
て
御
史
大
夫
李
延
寿
病
み
て
卒
す
、
在
位
多
く
（
大
葉
櫨
）
野
王
を
挙
ぐ
。
上
（
難
平
）
、
尚
書
を
し
て
中
二
千
石
を
選
第
せ
し
む
る
に
（
師

　
　
　
古
曰
く
、
其
の
高
下
の
差
次
を
定
む
る
也
）
、
野
王
、
野
点
第
一
た
り
。
上
曰
く
、
「
吾
、
野
王
を
用
い
て
三
公
と
為
さ
ば
、
後
世
必
ず
や
我
後
宮
の
親
属

　
　
　
を
私
か
に
す
、
と
謂
い
、
野
焼
を
以
て
比
と
為
さ
ん
。
」
と
。
乃
ち
詔
を
下
し
て
闘
く
、
「
剛
彊
に
し
て
堅
固
、
確
然
と
し
て
欲
亡
き
は
大
野
薩
野
王
是
れ

　
　
　
な
り
、
心
は
薫
じ
辞
を
善
く
し
四
方
に
表
す
可
き
は
少
府
五
鹿
充
宗
葬
れ
な
り
、
廉
禦
節
倹
な
る
は
太
子
少
傅
面
戸
陥
れ
な
り
。
其
れ
少
傅
を
以
て
御
史

　
　
　
大
夫
と
為
せ
。
」
と
。
上
、
下
愚
よ
り
し
て
課
を
用
い
、
次
を
越
え
て
嫌
を
避
け
野
薄
を
用
い
ざ
る
は
、
昭
儀
の
兄
を
以
て
故
に
す
る
な
り
。

御
史
大
夫
の
欠
妊
に
際
し
て
、
或
い
は
帝
か
ら
推
挙
の
命
令
が
下
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
公
卿
の
多
く
が
薦
野
王
を
挙
げ
、
そ
こ
で
帝
は
尚
書

を
し
て
「
中
二
千
石
を
選
第
」
せ
し
め
た
と
あ
る
。
公
卿
の
挙
の
の
ち
に
決
定
を
行
う
の
は
早
撃
伝
に
見
え
る
宣
帝
の
言
葉
か
ら
し
て
も
帝
自

身
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
際
に
尚
書
に
命
じ
て
中
二
千
石
の
官
の
功
能
を
調
査
の
う
え
等
級
付
け
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
帝
に
よ
る
人
選
の
尚
書
へ
の
一
部
委
譲
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
選
の
際
に
尚
書
が
候
補
者
の
行
能
を
調
査
．
等

級
付
け
し
て
い
る
事
実
は
、
尚
書
に
よ
り
そ
れ
ら
候
補
者
の
考
課
の
資
料
が
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
結

局
こ
の
時
は
公
卿
の
推
挙
や
尚
書
の
「
聖
篭
」
の
結
果
は
帝
の
用
い
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
倭
欝
欝
顕
の
進
言
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
（
石
顕
伝
）
。
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こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
前
漢
最
末
期
に
は
次
の
衛
宏
・
漢
旧
弊
に
見
え
る
よ
う
な
制
度
が
既
に
定
着
し
て
い
た
。

　
　
　
旧
制
、
（
令
）
六
百
石
以
上
は
尚
書
調
拝
遷
し
、
四
百
石
の
長
相
よ
り
二
百
石
に
至
る
は
丞
相
調
除
し
、
中
警
官
の
百
石
は
大
旱
櫨
全
し
、
郡
国
の
百
石

　
　
　
は
二
千
石
調
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
れ
は
大
庭
氏
・
渡
辺
氏
に
よ
れ
ぽ
前
漢
最
末
期
の
制
度
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
六
百
石
以
上
の
官
は
尚
書

が
、
以
下
二
百
石
ま
で
の
官
は
丞
相
が
人
事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
大
庭
氏
は
令
を
吏
の
誤
り
と
さ
れ
る
）
。
恐
ら
く
、
先

引
続
漢
書
百
官
志
に
あ
る
よ
う
な
三
公
が
二
千
石
に
至
る
高
級
官
僚
の
人
事
を
も
掌
る
と
い
う
建
て
前
は
前
漢
末
期
頃
よ
り
次
第
に
形
骸
化
し
、

六
百
石
以
上
の
高
級
官
僚
の
人
事
は
事
実
上
尚
書
へ
そ
の
権
限
が
移
行
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
上
計
の
受
理
に
よ
っ
て
天
下
の
官
吏
の
考
課
を
知
り
得
る
三
公
に
対
し
て
尚
書
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
再
び
鎌
田
氏

に
よ
れ
ば
州
郡
の
上
計
は
丞
相
府
に
報
告
さ
れ
る
と
同
時
に
副
本
が
天
子
に
も
奏
上
さ
れ
た
。
そ
の
副
本
を
天
子
に
取
り
次
ぐ
の
は
尚
書
を
お

い
て
他
に
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
上
計
は
丞
相
府
と
同
時
に
尚
書
に
も
報
告
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

①
　
鎌
田
重
雄
「
郡
国
の
上
計
」
（
同
氏
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
日
本
学
術
振

　
興
会
、
一
九
六
二
年
、
所
収
）

②
　
後
漢
に
お
い
て
も
二
千
石
の
官
吏
の
遷
除
を
三
公
が
拳
っ
て
い
た
、
或
い
は
又

　
四
方
の
民
報
の
考
課
を
司
徒
が
掌
っ
た
と
い
う
続
漢
書
の
記
載
は
後
述
の
論
旨
と

　
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
恐
ら
く
前
漢
以
来
の
制
度
が
形

　
骸
化
し
な
が
ら
も
建
て
前
と
し
て
残
っ
た
も
の
が
記
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。

③
　
師
古
の
「
簡
、
大
口
、
一
日
閣
也
」
と
の
解
釈
は
と
ら
な
い
。

④
又
楽
陵
侯
史
高
以
外
属
望
愚
侍
中
貴
重
、
（
丞
相
）
覇
薦
高
山
太
尉
。
天
子
使

　
尚
書
日
韓
覇
、
「
太
尉
官
縁
懸
夷
、
丞
相
兼
之
、
所
以
堰
武
興
文
也
。
如
国
家
不

　
藤
、
辺
境
有
事
、
左
右
之
臣
皆
将
卒
也
。
央
宣
明
教
化
、
通
達
幽
隠
、
使
獄
無
冤

　
刑
、
君
之
職
也
。
将
相
之
官
、
朕
之
任
焉
。
侍
中
楽
陵
手
証
、
帷
握
近
臣
、
朕
之

　
所
自
親
、
君
何
越
職
而
挙
之
。
」
尚
書
夕
露
丞
相
紺
、
覇
免
冠
謝
罪
、
数
日
乃
決
。

　
電
器
並
樹
敢
復
有
所
請
。
（
漢
書
循
吏
黄
覇
伝
）

⑤
大
庭
修
「
漢
代
官
吏
の
辞
令
に
つ
い
て
」
（
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
一
〇
、
一

　
九
六
〇
年
）
、
渡
辺
信
一
郎
「
『
孝
経
』
の
国
家
論
」
（
同
氏
『
中
国
古
代
国
家
の

　
思
想
構
造
－
専
制
国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
、
所
収
）
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三
　
後
漢
時
代
、
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
の
検
討

　
前
章
で
、
前
漢
末
期
以
降
六
百
石
以
上
の
高
級
官
僚
の
人
事
は
尚
書
が
掌
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
後
漢
時
代
に
は
こ
れ
と
矛

盾
す
る
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。
即
ち
、
次
の
よ
う
に
後
漢
時
代
に
あ
っ
て
も
依
然
三
公
に
よ
り
「
選
挙
」
が
行
わ
れ
た
》
と
い
う
記
事
が
散

見
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
A
　
（
陽
嘉
元
年
閏
十
二
月
）
辛
卯
、
詔
し
て
曰
く
、
間
者
以
来
、
萸
政
出
勤
な
ら
ず
、
故
に
災
餐
固
し
ば
　
蝶
り
、
盗
賊
多
く
有
り
。
退
き
て
由
る
駈
を
省

　
　
　
み
る
に
、
皆
な
選
挙
不
実
、
官
製
の
人
に
非
ざ
る
を
以
て
な
り
、
…
…
今
ま
刺
史
・
二
千
石
の
選
は
、
任
を
三
司
に
帰
す
、
其
れ
先
後
を
簡
序
し
、
高
下

　
　
　
を
精
籔
し
、
歳
月
の
次
、
文
武
の
宜
は
、
務
め
て
豚
の
衷
を
存
せ
よ
。
（
後
漢
書
順
帝
紀
）

　
　
B
　
上
帝
の
時
、
災
異
書
し
ば
見
わ
る
、
揚
嘉
二
年
正
月
、
公
車
に
て
徴
せ
ら
る
、
（
郎
）
顎
乃
ち
閥
に
詣
り
星
章
し
て
曰
く
、
…
…
三
公
は
上
は
台
階
に

　
　
応
じ
、
下
ぼ
元
首
に
同
じ
う
す
、
政
其
の
道
を
失
さ
ば
、
則
ち
寒
陰
節
に
反
す
、
…
…
而
る
に
今
の
在
位
、
競
い
て
高
倉
に
託
し
、
累
鐘
の
奉
を
納
め
、

　
　
．
天
下
の
憂
を
昇
る
、
棲
遅
僖
窮
し
、
疾
に
寝
ね
て
は
自
逸
す
、
策
文
を
被
り
賜
銭
を
得
れ
ば
、
即
ち
に
復
た
府
に
起
つ
、
何
と
疾
む
こ
と
の
易
く
し
て
愈

　
　
　
ゆ
る
こ
と
の
速
き
ぞ
。
此
を
以
て
災
管
を
消
伏
し
、
升
平
を
興
致
せ
ん
と
て
も
、
其
れ
得
潜
け
ん
や
。
今
ま
懸
守
を
選
挙
す
る
は
三
府
に
委
任
す
、
長
吏

　
　
　
不
良
な
れ
ば
、
既
に
餐
は
州
郡
に
在
り
、
塗
絵
に
失
あ
ら
ば
、
豊
に
挙
者
に
責
め
を
帰
せ
ざ
る
を
得
ん
や
。
…
…
（
後
漢
書
列
伝
二
十
下
郎
頻
伝
）

　
　
C
　
書
奏
せ
ら
れ
、
帝
猛
た
尚
書
に
対
せ
し
む
、
顕
蓄
え
て
曰
く
、
…
…
台
、
頻
を
詰
し
て
鶏
く
、
対
に
云
う
、
白
虹
日
を
貫
く
は
、
政
、
常
よ
り
変
る
な

　
　
　
り
と
う
朝
廷
は
率
ね
旧
章
に
由
る
に
、
何
所
に
か
変
易
し
て
常
よ
り
変
わ
る
と
言
う
か
、
…
…
其
れ
実
を
以
て
対
え
よ
、
と
。
顕
構
え
て
曰
く
、
…
…
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
今
ま
選
挙
は
皆
な
三
司
に
帰
す
る
も
、
周
召
の
才
あ
る
に
非
ず
し
て
劇
哲
の
重
き
に
当
た
れ
ば
、
選
用
あ
る
が
毎
に
帆
ち
之
を
橡
属
に
参
る
、
公
府
の
門

　
　
巷
は
賓
客
填
表
し
、
去
る
を
送
り
来
る
を
迎
う
る
に
財
貨
巳
む
無
し
、
其
の
当
に
遷
る
べ
き
者
は
競
い
て
誓
い
薦
謁
し
、
各
お
の
子
弟
を
遣
わ
し
道
路
を

　
　
充
塞
し
、
ゴ
姦
門
を
開
長
し
浮
偽
を
興
致
す
、
所
謂
る
率
ね
落
魚
に
由
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
尚
書
は
職
機
衡
に
在
り
、
宮
禁
は
厳
密
に
し
て
、
私
曲
の
意

　
　
　
は
美
か
も
通
ず
る
を
得
ず
、
新
党
の
恩
も
或
い
は
用
う
る
所
無
七
、
選
挙
の
任
は
還
た
機
密
に
在
射
し
む
る
に
如
か
ず
。
…
…
（
同
右
）
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こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
髪
上
時
代
、
陽
解
二
年
前
後
に
集
中
し
て
お
り
あ
る
い
は
そ
こ
に
特
殊
な
政
治
的
事
情
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は

な
い
が
、
し
か
し
ま
た
、
次
の
よ
う
に
後
漢
末
期
に
お
い
て
も
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
の
記
事
は
見
ら
れ
る
。

　
　
D
　
底
止
二
州
、
久
し
く
懸
け
て
補
せ
ず
、
三
五
潔
し
て
曰
く
…
…
職
を
急
き
て
時
を
経
、
白
人
延
属
す
、
而
る
に
三
府
の
選
挙
、
月
を
競
え
て
定
ま
ら
ず
、

　
　
…
…
三
公
、
明
ら
か
に
二
州
の
要
を
知
れ
ば
、
宜
し
く
速
や
か
に
定
む
る
べ
き
所
な
り
…
…
（
後
漢
書
列
伝
五
十
下
薬
棚
雲
）

或
い
は
ま
た
次
の
よ
う
な
も
の
も
類
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
E
　
（
董
）
卓
乃
ち
三
府
に
課
し
て
同
に
（
議
慧
智
）
融
を
挙
げ
て
北
海
相
と
為
さ
し
む
。
（
後
漢
書
列
伝
六
十
孔
融
伝
）

　
　
F
　
臣
尚
書
琶
、
免
冠
頓
首
謝
罪
。
臣
、
狸
り
に
頑
闇
を
以
て
翻
り
に
盛
時
に
値
り
、
超
え
て
墾
吏
趨
り
入
り
て
機
密
に
登
る
、
未
だ
日
下
に
輸
力
尽
心
す

　
　
る
に
及
ば
ず
し
て
、
五
府
、
臣
を
巴
郡
太
守
に
挙
ぐ
、
…
…
（
藥
中
郎
無
毒
二
巴
郡
太
守
謝
版
）

こ
れ
ら
の
記
載
は
、
後
漢
の
最
末
期
ま
で
刺
史
・
太
守
の
「
選
挙
」
は
三
公
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
通
念
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
が
如
く

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
後
漢
時
代
に
は
高
級
官
僚
の
人
事
も
三
公
に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検

討
す
る
た
め
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
三
公
に
よ
る
「
湿
半
の
選
挙
」
な
る
も
の
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
制
度
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
先
に
、
以
下
の
考
証
の
手
順
を
示
し
て
お
く
。
ま
ず
、
後
主
簿
末
期
、
三
公
を
含
む
「
六
府
」
に
よ
る
「
選
挙
」
の
な
さ
れ
た
事
例

を
挙
げ
、
そ
れ
が
実
は
「
六
府
」
に
よ
る
推
挙
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
前
後
漢
を
通
じ
て
三
公
に
よ
る
刺
史
太
守
の
推
挙
が

「
選
科
」
の
形
で
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
右
に
挙
げ
た
後
漢
時
代
の
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
の
怪
光
が
実
は
こ
の
よ
う
な
推
挙

の
一
種
と
し
て
の
「
制
科
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
一
つ
一
つ
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
後
漢
書
列
伝
六
十
二
董
卓
伝
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
慮
の
死
後
、
そ
の
部
下
の
李
催
ら
が
長
安
に
拠
っ
て

専
権
を
握
っ
た
と
き
、
彼
ら
が
皆
将
軍
号
を
帯
び
た
上
で
府
を
開
き
「
三
公
と
合
し
て
六
府
と
為
し
皆
選
挙
に
参
か
る
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に

引
く
献
帝
起
居
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
催
等
各
お
の
其
の
挙
ぐ
る
所
を
用
い
ん
と
欲
す
、
若
し
壷
た
び
之
に
違
わ
ば
、
便
ち
忽
気
態
記
す
。
主
磯
之
を
患
い
、
乃
ち
次
第
を
以
て
其
の
所
轄
を
用
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う
、
…
…
三
公
の
挙
ぐ
る
所
、
終
に
用
い
ら
れ
ず
。

第
一
に
、
本
文
の
「
選
挙
」
が
注
の
献
帝
起
居
注
で
は
「
義
挙
」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
二
に
、
彼
ら
六
府
の
挙
げ
た

人
物
が
更
に
「
上
唇
」
に
よ
っ
て
「
用
い
」
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
肖
者
」
が
「
壱
た
び
之
に
違
う
」
こ
と
も
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
「
虚
者
」
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
「
六
府
」
の
参
与
し
た
と
い
う
「
選
挙
」
H
「
所
挙
」
が

1
李
催
ら
「
六
府
」
の
専
権
を
握
っ
た
と
き
で
さ
え
一
そ
れ
だ
け
で
決
定
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

要
す
る
に
、
そ
れ
は
「
六
府
」
に
よ
る
候
補
者
の
推
挙
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
事
例
に
お
い
て
三
公
＋
時
の
実
力
者
李
催
ら
を
合
し
た
「
六
府
」
の
参
与
し
た
と
い
う
「
選
挙
」
な
る
も
の
が
一
種
の
推

挙
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぼ
、
順
帝
紀
等
に
い
う
三
公
に
よ
る
「
墨
守
の
選
挙
」
な
る
も
の
も
実
は
そ
の
よ
う
な
推
挙
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
予
測
が
な
さ
れ
る
。
右
は
後
漢
最
末
期
、
董
卓
等
の
専
権
下
と
い
う
特
車
な
時
代
の
事
例
で
あ
り
漢
代
全
般
に
そ
れ
を
及
ぼ
す
こ
と
は

で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
三
公
に
よ
り
牧
守
の
推
挙
の
な
さ
れ
る
例
は
前
漢
後
漢
を
通
じ
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
寒
晒
即
位
す
、
之
よ
り
久
し
く
し
て
、
渤
海
左
右
の
郡
、
歳
ご
と
に
飢
え
、
盗
賊
並
び
に
起
つ
、
二
千
石
禽
制
す
る
能
わ
ず
。
上
、
能
く
治
む
る
者
を
選

　
　
　
ぶ
に
、
丞
梢
御
史
遂
を
挙
げ
て
用
う
可
し
と
す
、
上
以
て
渤
海
太
守
と
為
す
。
（
漢
書
循
吏
襲
遂
伝
）

　
　
　
順
帝
末
、
楊
・
徐
の
盗
賊
璽
起
す
、
…
…
朝
廷
博
く
将
帥
を
求
む
、
三
公
撫
を
挙
げ
て
文
武
の
才
有
り
と
す
、
拝
し
て
九
江
都
尉
と
為
る
（
後
漢
書
列
伝

　
　
　
二
十
八
縢
撫
伝
）

　
　
　
中
元
元
年
、
交
阻
の
屯
兵
早
き
、
…
…
自
ら
柱
芙
将
軍
と
称
す
、
耳
管
特
に
三
府
県
饗
し
て
能
吏
を
精
選
せ
し
む
、
有
司
踪
を
挙
げ
て
交
差
刺
史
と
為
す

　
　
　
（
後
漢
書
列
伝
二
十
一
費
瑳
伝
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
三
公
乃
至
九
卿
に
よ
る
牧
守
乃
至
二
千
石
の
中
郎
将
・
比
二
千
石
の
都
尉
の
選
出
に
際
し
て
帝
か
ら
特
に
詔
令
が
下
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
れ
に
対
し
て
推
挙
の
な
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
り
、
明
確
な
科
目
名
は
必
ず
し
も
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
福
井
氏
の
所
謂
「
思
惑
」
に
当
た
る

　
　
　
　
②

と
言
え
よ
う
。
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、
右
の
よ
う
に
詔
令
に
よ
る
推
挙
の
命
令
の
記
載
が
な
く
、
単
に
三
公
の
挙
に
よ
り
某
官
を
拝
す
、
と
あ
る
場
合
で
も
実
際
に
は
推
挙
の
命
令

め
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
　
中
平
元
年
、
黄
巾
の
賊
起
つ
、
四
府
（
尚
書
）
植
を
挙
げ
、
北
中
郎
将
を
拝
す
（
後
漢
書
列
伝
五
十
四
盧
植
伝
）

こ
こ
に
は
「
四
府
」
が
彼
を
北
中
郎
将
に
挙
げ
た
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
後
漢
書
霊
帝
紀
を
見
れ
ば
「
公
卿
に
肥
し
て
…
…
列
将
軍
子

孫
及
び
里
民
の
戦
陣
の
略
に
明
あ
る
者
を
挙
」
げ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
時
同
時
に
右
中
郎
将
に
挙
げ
ら
れ
た
朱
儒
も
本

伝
に
は
「
公
卿
多
薦
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
「
四
府
挙
」
「
公
卿
多
薦
」
と
し
か
な
い
も
の
の
実
際
に
は
帝
の

特
命
に
よ
る
「
制
科
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
先
の
旦
孔
融
伝
で
も
、
か
れ
が
三
公
に
よ
り
北
海
相
に
「
挙
」
げ
ら
れ
た
の
は
劇
賊
の
発
生
の
時
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
F
察
中
郎
集
、
五
府

が
票
亀
を
当
今
太
守
に
挙
げ
た
と
い
う
事
例
の
場
合
も
、
本
伝
に
よ
る
に
彼
が
巴
郡
太
守
を
拝
し
た
の
は
中
平
六
年
頃
で
あ
り
、
当
時
黄
巾
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

余
波
は
益
州
地
方
を
震
憾
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
は
選
出
を
命
じ
た
詔
令
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、
上
の
編
綴
と
比
べ
る
な
ら
、
こ

れ
ら
も
実
際
に
は
特
に
劇
賊
の
発
生
に
際
す
る
「
制
科
」
の
一
例
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
惹
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
B
・
C
郎
顕
伝
及
び
A
順
帝
紀
の
記
載
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
矢
野
主
税
氏
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
い
て
一
時
期
、
尚
書
か
ら
三
公
に
選
挙
の
権
が
移
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
営
門
斌
氏
は
こ
れ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
っ
て
後
漢
の
三
公
が
依
然
人
事
の
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
史
料
は
い
ず
れ
も

順
帝
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
う
ち
二
つ
は
郎
顕
の
ほ
と
ん
ど
時
期
を
隔
て
な
い
二
回
の
上
機
中
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

回
目
の
B
は
陽
嘉
二
年
正
月
に
天
変
地
異
の
た
め
に
公
車
に
て
特
徴
さ
れ
た
と
き
の
も
の
、
二
回
目
の
C
は
前
回
の
上
土
に
対
す
る
帝
・
尚
書

の
覆
問
に
答
え
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
今
】
つ
は
群
雄
元
年
閏
十
二
月
十
九
日
の
詔
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
こ
の
三
つ
の
史
料
ば
極

め
て
近
接
し
た
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
郎
顕
の
二
度
目
の
上
疏
に
は
「
選
挙
の
任
、
還
た
尚
書
に
在
ら
し
む
る
に
如
か
ず
、
…
…
罵
れ
嗣
よ
り
遠
近
の
論
、
：
…
・
」
と
あ
り
、
「
選
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挙
の
任
」
は
「
遠
近
の
論
」
に
抗
っ
て
ま
で
強
行
附
に
尚
書
よ
り
三
公
へ
移
さ
れ
た
が
如
く
で
あ
る
α
さ
ら
に
、
陳
忠
伝
に
よ
れ
ば
、
安
帝
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
於
い
て
は
「
選
挙
訣
賞
、
一
に
尚
書
に
由
」
っ
て
い
た
と
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
三
公
へ
移
さ
れ
た
の
は
こ
の
引
算
二
年
を
去

る
こ
と
そ
う
遠
く
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奨
揚
の
詔
に
は
「
今
、
刺
史
・
二
千
石
の
選
挙
は
三
司
に
任
を
帰

す
」
と
あ
り
、
こ
の
言
葉
か
ら
は
三
公
に
牧
守
の
選
挙
の
権
を
帰
そ
う
と
す
る
順
帝
の
積
極
的
な
意
志
が
窺
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
推
測
的

で
は
あ
る
が
、
も
し
こ
の
よ
う
な
見
方
が
誤
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
「
選
挙
の
任
」
が
三
公
に
帰
さ
れ
た
の
は
上
帝
時
代
、
こ
の
詔
勅
の
発

令
さ
れ
た
時
で
は
な
か
っ
た
か
。
更
に
そ
こ
に
推
測
を
重
ね
る
と
、
も
し
こ
の
よ
う
に
革
製
の
強
い
意
向
に
よ
り
「
遠
近
の
論
」
に
抗
っ
て
ま

で
三
公
に
「
牧
守
の
選
挙
」
の
任
が
与
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
選
挙
」
と
は
帝
の
発
令
に
よ
る
「
制
科
」
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
の
で

　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
「

は
な
か
ろ
う
か
。
謹
聴
陽
嘉
元
年
占
十
二
月
の
順
帝
詔
に
は
「
吏
政
勤
な
ら
ず
、
故
に
災
答
題
し
ば
猿
る
」
と
あ
り
、
郎
顕
伝
に
は
彼
の
徴
募

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
れ
た
事
由
と
し
て
「
順
帝
時
、
災
異
屡
し
ぼ
見
わ
る
」
と
あ
る
。
天
変
地
異
に
際
し
て
制
科
の
発
令
の
出
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
こ

の
と
き
も
、
こ
う
い
つ
た
天
変
地
異
に
因
り
、
帝
令
に
よ
っ
て
牧
守
を
特
選
さ
せ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
地
方

長
官
の
「
特
選
」
に
お
い
て
は
三
公
に
そ
れ
が
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
換
の
卒
せ
し
贈
り
後
、
連
り
に
三
公
に
癒
し
て
洛
陽
令
を
特
選
せ
し
む
る
も
、
皆
な
職
に
唱
わ
ず
（
後
漢
書
列
伝
六
十
六
循
吏
王
換
伝
）

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
残
る
D
票
闇
黒
の
記
載
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
国
家
の
要
衝
た
る
翼
翼
二
州
の
刺
史
の
欠
任
に
際
す
る
、
帝
命

に
よ
る
「
特
選
」
と
解
し
て
少
な
く
と
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
当
時
、
幽
州
は
鮮
卑
の
侵
攻
に
さ
ら
さ
れ
る
平
地
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
後
漢
時
代
三
公
に
あ
っ
た
と
い
う
「
選
挙
」
、
特
に
「
牧
守
の
選
挙
」
と
は
実
際
に
は
帝
の
特
命
に
よ
る
推
挙
、
「
調
科
」
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
が
分
か
っ
た
。

①
　
叛
乱
勃
発
晴
に
は
「
治
劇
」
の
科
目
名
に
於
い
て
そ
の
地
の
地
方
長
官
が
臨
時

　
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
察
挙
科
目
と
し
て
の
治
劇
に
つ
い
て
は

　
黄
氏
前
掲
書
＝
二
章
参
照
。

②
　
舗
科
に
つ
い
て
は
福
井
氏
前
掲
書
参
照
。

③
　
（
中
平
五
年
六
月
）
信
州
黄
巾
馬
相
攻
殺
鋼
史
志
野
、
自
称
天
子
、
又
冠
巴
郡
、

殺
郡
守
趙
部
、
益
州
従
事
買
龍
撃
相
、
斬
之
。
（
後
漢
書
霊
帝
紀
）
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④
　
矢
野
主
税
「
魏
晋
南
朝
の
中
正
と
門
閥
社
会
」
（
同
氏
『
門
閥
社
会
史
』
長
崎

　
大
学
史
学
会
、
一
九
六
五
年
、
所
収
）
、
祝
綜
斌
『
両
漢
魏
晋
南
北
朝
零
点
制
度

　
研
究
胆
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
五
章
。

⑤
　
時
三
府
任
軽
、
機
購
専
委
尚
書
、
而
災
異
変
各
、
親
切
免
公
台
。
忠
以
三
下
国

　
旧
体
、
上
疏
諌
日
、
…
…
故
三
公
称
日
家
宰
、
…
…
二
重
参
対
而
議
政
事
、
出
則

　
監
察
而
董
是
非
。
漢
典
旧
事
、
丞
相
所
請
、
靡
膚
不
言
。
今
之
三
公
、
難
当
品
名

　
而
無
其
実
、
選
挙
謙
賞
、
一
由
尚
書
、
迅
雷
見
任
、
重
於
三
公
、
陵
遅
以
来
、
其

　
漸
久
　
。
…
…
（
後
漢
書
伝
三
六
陳
忠
）

⑥
　
順
帝
の
詔
中
で
「
選
挙
不
実
」
の
責
め
を
三
公
に
帰
し
、
ま
た
郎
顎
の
一
儲
目

　
の
上
編
で
長
吏
不
良
な
る
こ
と
の
責
め
を
「
挙
試
」
た
る
三
公
に
帰
す
べ
き
で
あ

　
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
時
の
選
挙
が
一
種
の
薦
挙
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

　
す
る
も
の
で
あ
る
。
五
章
参
照
。

⑦
　
福
井
氏
前
掲
最
前
二
章
参
照
。

⑧
　
漢
旧
記
に
あ
る
よ
う
に
四
熊
石
以
下
の
官
は
依
然
三
公
が
そ
の
人
事
を
行
っ
て

　
い
た
可
能
性
を
こ
こ
で
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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四
　
尚
書
に
よ
る
人
事
の
制

　
先
芯
で
、
後
漢
に
見
ら
れ
る
三
公
に
よ
る
叢
叢
等
の
「
選
挙
」
な
る
も
の
が
実
は
一
種
の
推
挙
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
対

し
、
後
漢
時
代
に
は
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
な
る
も
の
も
史
料
に
頻
恋
す
る
。
そ
の
諸
氏
は
五
章
に
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
れ
ら
尚
書

に
よ
る
「
選
挙
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
福
井
氏
の
研
究
に
よ
れ
ぽ
、
尚
書
に
は
孝
廉
・
茂
才
な
ど
の

「
常
直
」
は
無
論
の
こ
と
、
「
制
科
」
に
お
い
て
も
尚
書
が
そ
れ
に
応
じ
て
察
挙
を
行
っ
た
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
同
氏
に
よ
れ

ば
制
科
の
薦
挙
を
な
し
う
る
の
は
原
則
と
し
て
中
央
の
比
二
千
石
以
上
の
官
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
千
石
の
尚
書
令
を
最
高
と
す
る
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

書
の
諸
官
に
言
挙
の
権
限
は
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
即
ち
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
後
漢
後
期
に
お
け
る
、
尚
書
に
よ

る
「
選
挙
」
と
は
先
節
で
論
じ
た
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
－
欄
科
、
推
挙
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
然
か

ら
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
制
度
で
あ
っ
た
か
。
推
挙
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
な
推
挙
に
対
す
る

日
常
の
人
事
の
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
の
具
体
酌
内
容
を
窺
う
上
で
格
好
の
材
料
と
し
て
、
後
漢
後
期
の
棟
謙
な
る
人
物
に
関
す
る
次
の
二
つ
の
記

事
を
挙
ザ
よ
う
。
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北
堂
書
抄
巻
五
十
所
引
謝
承
後
漢
書
に
は
こ
う
あ
る
。

　
　
　
陳
謙
、
字
は
伯
謙
、
御
史
中
丞
と
為
る
。
同
郡
の
宣
豊
、
時
に
衛
尉
為
り
、
司
徒
の
町
鳶
く
る
に
、
尚
書
は
案
じ
て
以
て
之
を
補
せ
ん
と
欲
し
謙
に
盗
問

　
　
　
す
、
謙
、
正
坐
し
て
答
え
ず
。
豊
、
亦
た
士
大
夫
に
因
り
て
謙
に
謂
う
、
謙
曰
く
、
「
位
は
妄
り
に
人
に
假
う
可
か
ら
ず
、
三
司
は
位
重
し
、
上
は
陰
陽

　
　
　
を
和
し
下
は
五
品
を
適
う
、
量
に
喋
る
を
得
可
け
ん
や
。
宣
豊
は
何
人
に
し
て
穫
契
の
官
に
屠
ら
ん
と
欲
す
る
や
。
」
と
。
伝
習
す
る
者
吟
じ
て
退
く
。

司
徒
の
欠
任
に
際
し
、
衛
尉
の
上
篇
を
そ
の
後
任
と
し
て
、
尚
書
は
「
案
じ
て
以
て
こ
れ
を
補
せ
ん
と
欲
」
し
た
と
い
う
。
一
方
、
太
平
御
覧

巻
二
二
五
、
北
堂
書
抄
巻
六
二
に
引
く
謝
承
書
に
は
、
同
じ
陳
謙
の
話
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
愛
着
、
字
は
孫
譲
、
御
史
中
丞
を
拝
す
、
憲
を
執
り
法
を
奉
じ
、
糾
正
す
る
所
多
し
、
百
寮
の
敬
う
所
な
り
、
尚
書
の
選
挙
、
位
を
序
じ
賢
を
施
す
は
常

　
　
　
に
謙
に
諮
問
す
、
陳
蕃
の
尊
く
宰
相
と
な
る
と
錐
も
、
論
議
褒
既
は
毎
に
往
き
て
質
疑
し
て
自
り
、
皆
な
其
の
清
幽
高
亮
に
服
す
。

「
尚
書
の
選
挙
・
序
位
旛
賢
」
に
あ
た
っ
て
は
常
に
御
史
中
隔
の
謙
に
「
諮
問
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
先
の
書
抄
五
十
に
引
く
謝
承
書
の
記

載
と
比
べ
れ
ば
、
尚
書
が
宣
誓
を
司
徒
に
「
案
じ
て
以
て
補
」
せ
ん
と
し
て
陳
謙
に
諮
問
し
た
と
い
う
の
と
、
後
の
書
抄
六
二
に
引
く
同
書
の

「
尚
書
の
選
挙
、
位
を
序
じ
賢
を
指
す
は
、
常
に
謙
に
諮
問
す
」
と
い
う
二
つ
の
記
載
は
同
じ
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
者
に
見
え
る
尚
書
に
よ
る
「
案
」
と
「
補
」
と
が
、
後
者
の
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
の
内
容
を
な
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
「
案
」
と
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
指
す
で
あ
ろ
う
か
。
前
後
の
時
代
の
用
例
か
ら
そ
れ
を
考
え
る
に
、
二
章
に
引
い
た

漢
書
丙
吉
伝
で
は
宣
帝
時
代
の
丞
相
丙
吉
が
東
曹
を
召
し
て
「
辺
長
吏
を
案
」
じ
た
と
あ
り
、
そ
れ
は
恐
ら
く
東
曹
の
管
掌
す
る
辺
郡
の
長
吏

の
勤
務
状
況
・
年
齢
・
経
歴
等
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
や
や
後
の
例
と
し
て
、
三
国
志
一
一
一
五
器
糠
蝦
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。　

　
方
今
九
州
の
民
よ
り
愛
に
京
城
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
六
郷
の
挙
あ
ら
ず
、
其
の
選
才
の
職
は
尊
ら
宇
部
に
任
ず
。
品
状
を
案
ず
れ
ば
周
ち
二
才
未
だ
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
し
も
当
ら
ず
、
薄
〔
簿
〕
伐
に
任
ず
れ
ば
則
ち
徳
行
未
だ
叙
を
為
さ
ず
、
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
殿
最
の
課
も
未
だ
人
才
を
尽
く
さ
ず
。

三
国
魏
の
時
代
、
吏
部
尚
書
に
よ
る
人
事
の
際
に
は
「
品
状
」
が
「
案
」
じ
ら
れ
「
簿
伐
」
に
「
任
」
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。
後
の
任
の
字
は
恐
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ら
ぐ
案
の
字
の
繰
り
返
し
を
避
け
る
た
め
で
あ
り
、
実
質
と
し
て
は
同
じ
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
吏
部
尚
書
の
人
事
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

官
人
の
品
状
、
「
簿
伐
」
一
そ
こ
に
は
父
祖
の
官
名
、
本
人
の
官
歴
等
が
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
一
が
審
査
・
参
照
さ
れ
た
こ
と
を
こ
こ
は

言
っ
て
お
り
、
そ
の
手
続
き
を
「
案
」
の
語
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
降
っ
て
西
倉
時
代
で
は
、
謹
書
四
一
劉
建
伝
、
「
崇
譲
論
」
の

一
節
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
…
…
官
職
に
歓
あ
る
も
、
主
筋
の
吏
は
用
う
る
所
を
知
ら
ず
、
倶
だ
官
次
を
案
じ
て
之
を
挙
ぐ
る
の
み
。
同
才
の
人
に
し
て
先
に
用
い
ら
る
者
は
、
勢
家

　
　
の
子
に
非
ず
ん
ば
則
ち
必
ず
や
有
蓋
者
の
念
ず
る
所
と
な
る
也
。
…
…
在
官
の
人
を
観
る
に
、
政
績
聞
こ
ゆ
る
な
し
、
勢
家
の
子
に
非
ざ
る
至
り
は
、
率

　
　
ね
多
く
資
次
に
因
り
て
進
む
也
。

婦
選
の
吏
と
は
恐
ら
く
吏
部
尚
書
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
欠
員
の
補
填
を
行
う
際
に
「
官
次
を
案
じ
て
こ
れ
を
挙
げ
」
た
、
と
い
う
の
は
、

候
補
者
の
中
か
ら
官
位
・
経
歴
等
の
上
下
を
調
査
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
出
し
た
上
で
帝
の
裁
可
を
仰
い
だ
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
後
の
三
国
魏
や
西
経
時
代
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
吏
部
尚
書
の
「
案
」
と
は
具
体
的
に
は
宮
次
や
品
状
、
功
労
等
を
参
照
・

審
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
前
漢
宣
帝
時
代
の
事
例
に
お
い
て
も
同
様
に
辺
境
の
長
吏
の
勤
務
状
況
・
年
齢
・
経
歴
等
を
審
査
す
る
こ

と
が
「
案
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
前
後
の
時
代
の
用
例
か
ら
考
え
る
な
ら
、
先
の
後
漢
後
期
の
事
例
に
見
え
る
尚
書
に
よ
る
「
案
」

も
、
同
様
に
人
選
の
際
に
富
人
の
功
労
等
の
資
格
を
審
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
「
補
」
と
は
、

「
候
補
」
と
も
熟
す
よ
う
に
、
実
際
に
欠
任
官
へ
の
補
任
を
行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
漢
書
・
谷
永
伝
、
「
免
不
正
之
詔
除
」
の
語
に
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
師
古
注
で
は
「
除
、
謂
除
補
血
官
者
」
と
あ
る
よ
う
に
「
除
」
も
「
補
」
も
同
じ
く
某
人
を
某
官
に
つ
け
る
の
意
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
謝
意
書
・
陳
謙
の
事
例
か
ら
窺
わ
れ
る
後
漢
後
期
の
尚
書
に
よ
る
人
事
の
手
続
き
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
過
程
、

即
ち
「
案
」
と
「
補
」
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
前
者
は
某
人
の
心
張
に
就
く
資
格
の
有
無
の
審
査
、
後
者
が
そ
の
後
の
実
際
の
任
官
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
一
連
の
手
続
き
が
、
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
の
、
少
な
く
と
も
一
部
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
補
」
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に
よ
り
そ
の
任
官
が
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
章
で
見
た
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
が
実
は
推
挙
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
決
定
力
を
持

つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
こ
に
、
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
な
強
面
・
「
常
牒
」
に
よ
る
人
事
綱
度
の
運
営
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
「
案
」
に
つ
い
て
再
び
見
て
み
た
い
。
先
に
引
い
た
魏
欝
欝
嚴
伝
で
萸
部
尚
書
が
「
案
」
ず
る
の
は
「
簿
伐
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
恐

ら
く
父
祖
の
宮
名
や
本
人
の
官
歴
等
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、
「
崇
評
論
」
で
、
恐
ら
く
は
蔓
部
尚
書
が
「
案
」
ず
る
の
は
「
官
次
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
に
記
さ
れ
て
い
た
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
官
人
の
経
歴
や
功
労
を
記
し
た
簿
籍
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
後
漢
の
尚
書
に
よ
る
人
事
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
「
案
」
を
先
に
官
人
の
資
格
の
審
査
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
魏
晋
時
代
の
事
例
か
ら
類

．
推
す
る
な
ら
、
そ
の
資
格
と
は
具
体
的
に
は
同
様
に
官
人
の
経
歴
・
功
労
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、

後
に
引
く
謝
細
書
衛
良
伝
や
魏
志
毛
助
伝
に
見
ら
れ
る
如
く
、
尚
書
に
よ
る
人
事
の
際
に
は
「
功
次
」
「
功
績
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
功
次
」
「
功
績
」
を
記
し
た
簿
籍
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
官
簿
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
後
漢
時
代
の
尚
書
に
よ
る
人
事
に
お
い
て
も
官
費
に
記
さ
れ
た
官
人
の
功
労
が
審
査
さ
れ
た
上
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
更
に
、
す
る
と
や
は
り
そ
の
際
に
お
け
る
「
選
補
の
愈
愈
」
、
人
事
に
お
け
る
何
ら
か
の
一
定
の
規
則
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

後
に
引
く
魏
初
の
毛
玖
の
行
っ
た
人
事
に
お
い
て
は
「
遷
次
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
「
猛
悪
」
は
何
ら
か
の
規
則
に
規
定
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
剣
が
史
書
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
謁
者
に
歓
あ
ら
ば
、
郎
中
の
獲
眉
を
美
し
く
し
大
音
な
る
者
を
選
び
て
補
す
。
（
大
唐
六
典
巻
九
所
引
漢
華
墨
）

　
　
　
（
先
帝
陵
）
丞
は
皆
な
孝
廉
郎
の
年
少
薄
伐
な
る
者
よ
り
選
ぶ
、
遷
り
て
は
府
長
史
・
都
古
書
・
候
・
司
馬
に
補
す
。
（
続
漢
書
百
官
志
所
暴
漢
窟
名
秩
）

　
　
　
（
治
書
侍
御
史
）
御
史
の
高
第
な
る
も
の
よ
り
選
び
て
之
を
補
す
。
（
同
右
所
引
察
質
漢
儀
）

　
　
　
（
侍
御
史
）
公
府
営
属
の
高
第
な
る
も
の
よ
り
之
を
補
す
。
…
…
凄
惨
に
出
で
て
は
刺
史
二
一
千
石
と
為
し
、
平
悪
な
れ
ば
令
に
補
す
。
（
極
右
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
富
の
遷
次
に
何
ら
か
の
決
ま
り
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
決
ま
り
は
何
に
規
定
さ
れ
て
い
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た
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
先
の
よ
う
な
功
令
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
又
或
い
は
次
の
よ
う
に
「
故
事
」
な
る
も
の
の

中
に
そ
れ
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
朱
博
の
大
司
空
と
為
る
や
、
忍
言
す
ら
く
、
「
…
…
故
事
、
郡
国
守
相
の
高
第
な
る
も
の
よ
り
選
び
て
中
二
千
石
と
為
し
、
中
二
千
石
よ
り
選
び
て
御
史

　
　
　
大
夫
と
為
し
、
職
に
任
ず
る
者
は
丞
相
と
為
し
、
二
次
に
序
あ
る
は
聖
徳
を
尊
び
国
璽
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
。
今
ま
中
二
千
石
は
未
だ
御
史
大
夫
を
更

　
　
　
ず
し
て
丞
相
と
為
る
、
権
は
軽
し
、
国
政
を
重
ん
ず
る
所
以
に
は
非
ざ
る
也
。
陸
島
以
為
え
ら
く
大
司
空
の
官
は
罷
む
可
し
、
復
た
御
史
大
夫
を
置
き
、

　
　
　
旧
制
を
遵
奉
せ
ん
。
…
…
」
と
。
哀
帝
之
に
従
う
。
（
漢
書
八
三
朱
博
伝
）

　
　
　
又
奏
言
す
ら
く
、
「
…
…
部
刺
史
は
使
を
奉
り
て
州
を
張
り
、
郡
国
を
督
察
す
、
吏
毘
安
寧
た
り
。
故
事
、
部
に
居
る
こ
と
九
歳
に
し
て
挙
げ
て
守
相
と

　
　
　
為
し
、
其
の
異
材
に
し
て
功
効
著
ら
か
な
る
者
あ
ら
ば
撃
ち
登
擢
す
、
秩
卑
か
れ
ど
も
賞
は
接
げ
れ
ば
、
威
な
功
を
勧
め
進
を
楽
う
。
前
の
丞
相
方
進
、

　
　
　
奏
し
て
刺
史
を
罷
め
、
更
め
て
州
牧
を
置
き
、
秩
は
真
二
千
石
、
位
は
九
卿
に
次
ぎ
、
九
卿
敏
か
ば
高
第
を
以
て
補
す
。
其
の
中
豊
は
則
ち
筍
に
自
守
す

　
　
　
る
の
み
、
恐
る
ら
く
は
功
効
陵
夷
し
、
姦
軌
禁
ぜ
ず
。
臣
請
う
ら
く
は
州
牧
を
罷
め
刺
史
を
置
く
こ
と
故
の
如
く
せ
ん
。
」
と
。
奏
可
せ
ら
る
。
（
同
右
）

こ
れ
ら
は
前
漢
宋
、
哀
帝
時
代
の
事
例
で
あ
る
。
刺
史
よ
り
郡
国
の
守
勢
を
経
て
公
卿
に
至
る
ま
で
の
遷
次
が
「
故
事
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た

と
い
う
。
後
漢
の
事
例
で
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
建
初
の
初
め
、
尚
書
令
と
為
る
。
旧
制
、
尚
書
郎
は
限
満
つ
れ
ば
福
長
に
補
し
、
令
露
な
れ
ば
丞
・
尉
。
弘
奏
し
て
以
為
え
ら
く
、
台
職
は
尊
き
と
錐
も

　
　
　
酬
賞
甚
だ
薄
し
、
開
選
に
至
り
て
は
、
多
く
は
楽
う
者
無
し
、
請
う
ら
く
は
郎
を
し
て
千
石
の
令
に
補
し
、
令
史
は
長
と
為
さ
ん
こ
と
を
、
と
。
帝
、

　
　
　
其
の
議
に
従
う
。
弘
の
薗
後
の
陳
ぶ
所
、
王
政
を
補
益
す
る
こ
と
有
る
者
は
皆
な
之
を
南
宮
に
著
し
、
以
て
故
事
と
為
す
。
（
後
漢
書
伝
二
三
壷
口
）

鄭
弘
以
前
の
「
旧
制
」
に
お
い
て
は
、
尚
書
郎
は
一
定
の
年
限
を
勤
め
上
げ
れ
ば
県
長
に
、
令
史
は
県
丞
・
尉
に
自
動
的
に
転
出
す
る
決
ま
り

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
鄭
弘
の
奏
議
に
よ
り
彼
ら
の
待
遇
改
善
が
な
さ
れ
、
尚
書
郎
は
大
県
令
に
、
令
史
は
小
県
長
に
転
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
。
南
宮
に
著
さ
れ
た
と
い
う
「
故
事
」
の
中
に
は
こ
の
時
の
彼
の
思
議
も
含
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
穆
、
家
に
居
る
こ
と
数
年
、
在
朝
の
諸
公
に
惑
い
推
薦
す
る
者
多
く
有
り
、
是
に
於
い
て
徴
さ
れ
て
尚
書
を
拝
す
。
穆
、
既
に
し
て
深
く
蟹
官
を
疾
む
、
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台
閣
に
在
り
て
旦
夕
事
に
共
す
る
に
及
び
、
志
に
之
を
除
か
ん
と
欲
す
。
乃
ち
上
塗
し
て
曰
く
、
「
漢
の
故
事
を
案
ず
る
に
、
書
写
侍
は
士
人
を
参
選
す
、

　
　
　
建
武
以
後
に
乃
ち
悉
く
頃
者
を
用
う
る
な
り
。
…
…
愚
臣
以
合
え
ら
く
悉
く
罷
寒
し
、
往
初
に
遵
復
し
、
率
ね
旧
章
に
由
る
可
し
、
更
め
て
海
内
の
清
淳

　
　
　
の
士
、
国
体
に
明
達
す
る
者
を
選
び
、
以
て
其
の
処
に
補
せ
ん
、
…
…
」
と
。
（
後
漢
書
伝
三
三
朱
珍
）

「
漢
の
故
事
」
で
は
、
中
常
侍
の
入
選
に
は
士
人
を
心
え
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
旧
制
」
「
故
事
」
の
中
に
人
下
上
の
決
ま
り
の
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
前
漢
末
期
以
降
、
故
事
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

尚
書
と
関
係
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
恐
ら
く
、
尚
書
に
よ
る
人
事
の
際
に
は
功
令
の
他
に
こ
の
よ
う
な
故
事
が
そ
の
運
営
の
上

で
の
一
つ
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
本
章
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
漢
代
、
推
挙
一
何
ら
か
の
科
目
に
よ
る
察
挙
制
度
も
そ
の
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
一
に
よ
る
い
わ
ば
非
常
の
抜
擢
と
は
別
に
、
推
挙
に
よ
ら
ず
に
功
労
に
よ
り
昇
進
し
て
い
く
制
度
の
あ
っ
た
こ
と
は
大
庭
氏
の
指
摘

の
通
り
で
あ
る
。
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
の
実
態
も
、
三
公
の
そ
れ
が
推
挙
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
多
く
が
こ
の
よ
う
な
日
常
の
人
事
の
制

度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
や
は
り
官
簿
の
記
載
が
審
査
さ
れ
た
上
で
、
功
令
乃
至
は
故
事
な
ど
の
基
準
に
従
っ
て
人
事
運
営

が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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①
　
福
井
氏
前
掲
書
第
二
章
。
但
し
、
僅
か
で
は
あ
る
が
次
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
。

　
　
…
…
単
文
安
慰
、
…
…
無
理
州
刺
史
朱
穆
行
部
、
見
（
度
）
尚
、
奇
之
。
延

　
　
蕪
五
年
、
長
沙
・
零
陵
中
合
七
八
千
人
、
自
称
将
軍
、
…
…
桓
帝
詔
公
卿
挙

　
　
任
代
劉
度
者
、
尚
書
朱
穆
挙
尚
、
自
三
校
令
擢
為
三
州
刺
史
。
（
後
漢
書
伝

　
　
　
二
八
度
尚
）

　
「
公
卿
」
に
対
す
る
察
挙
の
命
に
尚
書
が
応
じ
て
い
る
。

②
薄
を
簿
と
す
る
唐
長
濡
氏
の
見
解
（
「
九
品
中
正
制
度
試
釈
」
『
魏
奮
南
北
朝
史

　
論
叢
』
三
聯
書
店
、
一
九
五
五
年
、
所
取
）
に
従
う
。
こ
の
黒
字
は
漢
碑
で
も
し

　
縦
し
ば
通
用
さ
れ
る
。

③
　
唐
風
前
掲
論
文
、
及
び
中
村
圭
爾
「
初
期
九
品
官
欄
に
お
け
る
人
事
に
つ
い

　
て
」
（
川
勝
義
雄
・
礪
波
護
編
『
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科

　
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
、
所
収
）
参
照
。
中
村
氏
は
こ
の
「
簿
伐
」
を
漢
代
の

　
閥
閲
簿
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

④
　
因
み
に
居
延
簡
に
も
十
数
例
の
「
除
補
」
の
用
例
が
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
某
人

　
を
某
宮
に
就
け
る
の
意
と
見
ら
れ
る
。

⑤
　
こ
の
よ
う
な
例
は
厳
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
　
甲
　
秦
漢
地
方
行
政
制

　
度
史
』
（
中
央
研
一
男
院
雁
脚
史
甑
㎜
静
西
研
閃
究
所
　
、
　
一
九
六
一
年
初
刊
）
　
第
十
章
・
に
多
く

　
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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⑥
　
漢
代
の
故
事
に
つ
い
て
は
那
疋
田
氏
に
よ
る
専
論
並
び
に
集
成
・
分
頚
が
あ
る
、

　
「
従
「
如
故
嬢
」
和
「
便
宜
故
事
」
焉
漢
代
行
政
中
観
経
常
与
声
変
」
（
同
氏
『
秦

　
漢
史
論
稿
』
東
大
図
書
公
司
、
一
九
八
七
年
、
所
収
）
参
照
。

⑦
　
漢
代
の
故
事
と
尚
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
邪
氏
前
掲
論
文
及
び
冨
田
健
之

　
「
漢
時
代
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
形
成
と
そ
の
意
義
」
（
『
東
洋
史
研
究
臨
四
五
…

　
二
、
　
一
九
八
六
年
）
参
鴨
川
。

92　（580）・

五
　
尚
書
の
錐
衡
の
成
立

　
二
、
四
章
で
述
べ
た
よ
う
な
尚
書
に
よ
る
人
事
の
制
は
、
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
前
漢
末
期
頃
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

制
度
は
後
漢
に
も
引
き
続
き
継
承
さ
れ
、
後
漢
最
末
期
に
な
る
と
そ
れ
は
明
確
に
制
度
と
し
て
定
着
し
後
世
の
よ
う
に
「
錠
衡
」
の
譜
で
表
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
後
漢
の
初
期
に
お
い
て
官
僚
の
人
事
が
尚
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
以
下
に
指
摘
す
る
。

　
　
　
時
に
内
外
の
極
官
は
貢
ぐ
帝
自
ら
選
挙
す
、
加
う
る
に
法
理
厳
察
に
し
て
職
事
苦
し
き
に
過
ぐ
る
を
以
て
す
、
尚
書
近
臣
は
乃
ち
操
撲
さ
れ
前
に
牽
曳
さ

　
　
　
る
に
至
る
、
璽
臣
敢
え
て
正
雷
す
る
も
の
莫
し
、
…
…
（
後
漢
書
伝
一
九
幽
思
剛
伝
）

後
漢
の
は
じ
め
、
光
武
帝
は
王
葬
時
代
の
彊
臣
の
専
権
に
懲
り
「
時
に
内
外
の
黎
官
、
多
く
は
帝
自
ら
選
挙
」
し
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
実
際

に
帝
の
手
足
と
し
て
政
務
を
担
当
し
た
の
は
尚
書
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
仲
長
袖
は
門
昌
言
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
光
武
皇
帝
、
数
世
の
失
権
を
磨
り
、
彊
の
窃
命
を
縁
る
、
柾
を
矯
め
て
直
を
過
ぎ
、
政
は
下
に
任
ぜ
ず
、
三
公
を
置
く
と
難
も
事
は
台
閣
に
帰
す
、
此
よ

　
　
　
り
以
来
、
三
公
の
職
は
員
を
備
う
る
の
み
。
（
後
漢
書
伝
三
九
仲
長
統
）

こ
の
言
か
ら
推
せ
ば
、
申
屠
剛
伝
に
帝
自
ら
選
挙
す
、
と
あ
っ
て
も
実
際
に
人
事
を
担
当
し
た
の
は
や
は
り
尚
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

或
い
は
尚
書
は
そ
の
責
め
を
問
わ
れ
て
む
ち
打
た
れ
引
き
ず
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
漢
書
伝
二
三
の
論
に
は
「
光
武
・
明
帝
、
躬

か
ら
領
事
を
好
み
、
亦
た
以
て
三
公
を
課
藪
す
」
と
あ
る
。
三
公
の
「
課
藪
」
、
即
ち
勤
務
評
定
を
行
い
得
た
の
は
三
公
自
身
で
は
あ
り
得
ず
、

帝
自
身
、
そ
し
て
そ
の
代
行
機
関
た
る
尚
書
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
趨
勢
は
後
漢
中
期
に
か
け
て
一
層
進
展
し
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
先
に
も
引
い
た
後
漢
書
陳
中
伝
の
記
載
で
あ
る
。
「
機
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

専
ら
尚
書
に
任
ず
、
…
…
選
挙
訣
賞
、
一
に
尚
書
に
由
る
」
。
こ
れ
は
安
帝
時
代
の
話
で
あ
り
、
当
時
に
お
い
て
既
に
「
選
挙
」
が
専
ら
尚
書

に
一
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
霊
帝
の
頃
に
な
る
と
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
の
例
は
し
ぼ
し
ぼ
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
…
…
服
関
け
台
に
還
り
、
尚
書
郎
を
拝
す
、
…
…
（
申
欠
）
…
…
、
特
に
左
丞
を
拝
す
、
選
挙
に
在
る
が
毎
に
、
遜
譲
川
石
し
、
前
を
漁
り
後
を
忽
せ
に
し
、

　
　
　
遂
に
旧
章
に
耽
思
す
、
…
…
（
隷
釈
巻
一
〇
涼
州
刺
史
魏
元
　
碑
）

碑
文
に
よ
れ
ば
元
　
が
卒
し
た
の
は
霊
帝
光
和
四
年
で
あ
る
。
こ
の
話
は
そ
れ
よ
り
遡
る
こ
と
十
数
年
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
楊
准
、
字
は
伯
肝
、
尚
書
令
を
拝
す
、
存
心
は
正
直
、
選
挙
は
高
妙
、
能
く
善
を
進
め
悪
を
疾
み
、
毫
厘
も
爽
わ
ず
。
（
北
堂
書
抄
五
九
所
引
謝
承
書
）

楊
准
の
名
は
萢
曄
後
漢
書
に
は
見
え
ず
、
右
の
記
事
の
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
羊
防
、
字
は
嗣
祖
、
尚
書
令
を
拝
す
、
選
挙
を
明
沸
し
、
賢
を
旋
し
悪
を
退
く
。
（
北
堂
書
論
五
九
瓶
引
謝
承
書
）

羊
陽
が
尚
書
令
と
な
っ
た
の
は
萢
書
党
鋼
伝
に
よ
れ
ば
霊
帝
の
は
じ
め
頃
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
獣
帯
に
よ
る
「
選
挙
」
の
実
質
は
多
く
が
四
章
で
論
じ
た
よ
う
な
推
挙
に
非
ざ
る
日
常
の
人
事
の
調
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

こ
と
は
次
の
記
事
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
旧
典
、
選
挙
は
皆
な
三
府
に
委
任
す
、
三
悪
に
選
あ
ら
ば
碍
管
に
参
議
し
其
の
行
状
を
諮
り
、
其
の
器
能
を
停
り
、
試
を
受
け
て
任
用
し
、
責
む
る
に
成

　
　
功
を
以
て
す
、
若
し
察
す
轟
き
無
け
れ
ば
、
然
る
後
之
を
尚
書
に
付
し
、
尚
書
挙
書
し
、
請
い
て
廷
尉
に
下
し
、
虚
実
を
覆
面
し
、
其
の
空
薫
を
行
う
。

　
　
今
は
但
だ
尚
書
に
任
じ
、
或
い
は
復
た
勅
も
て
用
う
、
是
の
如
く
ん
ば
、
三
公
は
選
挙
の
負
を
免
が
る
る
を
得
、
尚
書
も
亦
た
復
た
坐
せ
ず
、
責
賞
帰
す

　
　
　
る
無
し
、
：
：
：
（
後
漢
書
竃
者
呂
強
伝
）

こ
れ
は
霊
帝
年
間
の
話
で
あ
る
。
当
時
も
は
や
「
選
挙
」
が
専
ら
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
様
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
な
お
次

の
こ
と
窪
流
し
た
い
・
「
旧
塵
に
お
い
て
一
萎
に
委
任
さ
れ
て
い
た
「
好
客
に
お
い
て
は
・
選
挙
其
の
人
に
非
ざ
る
時
に
は
選
挙
の

93　（581）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
p

負
」
つ
ま
り
保
挙
の
責
め
を
問
わ
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
こ
の
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
と
い
う
も
の
が
一
種
の
推
挙
で
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
今
」
1
1
霊
帝
年
間
、
「
た
だ
尚
書
に
任
」
ぜ
ら
れ
て
い
る
「
選
挙
」
に
お
い
て
は
尚
書
は
責
任
を
問
わ
れ
て

「
ま
た
復
た
坐
」
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
、
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
が
、
か
つ
て
三
公
に
あ
っ
た
と
い
う
そ
れ
と
は
制
度
的
に
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
尚
書
の
「
選
挙
」
に
お
い
て
「
功
次
」
が
重
ん
じ
ら
れ
た
と
い
う
次
の
記
事
も
ま
た
、
こ
れ
ら
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
が
前
章
で
論
じ
た
よ

う
な
日
常
の
人
事
の
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
衛
良
、
字
は
寛
仁
、
尚
書
令
を
拝
す
、
選
挙
に
当
る
が
毎
に
、
常
に
先
に
諮
質
し
、
天
下
の
英
俊
を
抜
擢
す
、
二
千
石
の
長
吏
に
及
ぶ
ま
で
、
必
ず
や
功

　
　
　
次
に
依
り
て
之
を
用
う
、
州
里
謡
郡
に
佳
き
者
あ
る
と
難
も
、
嫌
疑
を
避
遠
し
、
猶
お
他
州
よ
り
後
に
す
る
也
。
（
廟
堂
書
抄
巻
五
十
九
所
引
謝
承
後
漢

　
　
　
書
）

尚
書
令
の
衛
良
は
、
「
二
千
石
の
長
吏
に
及
ぶ
ま
で
必
ず
や
功
次
に
依
り
て
こ
れ
を
用
い
」
た
と
い
う
。
因
み
に
、
萢
書
伝
五
十
五
張
莫
伝
に

は
霊
帝
建
寧
二
年
無
常
の
奥
と
と
も
に
李
麿
等
を
薦
め
た
一
人
に
尚
書
の
衛
良
の
名
が
見
え
、
尚
書
令
は
尚
書
か
ら
功
労
を
重
ね
て
昇
進
す
る

の
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
、
右
の
記
事
は
そ
れ
か
ら
そ
う
隔
て
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
は
、
し
ば
し
ば
尚
書
が
「
選
挙
を
据
る
」
と
い
う
表
現
を
と
る
。
こ
れ
も
三
公
に
よ
る
「
選
挙
」
と
は

異
な
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
国
志
・
蜀
志
許
靖
伝
に
は

　
　
　
穎
川
の
劉
颯
、
汝
南
太
守
と
為
り
、
乃
ち
靖
を
挙
げ
て
計
吏
と
為
す
、
孝
廉
に
察
せ
ら
れ
、
尚
書
郎
に
聴
せ
ら
れ
、
選
挙
を
攣
る
。
霊
帝
崩
じ
、
董
車
政

　
　
　
を
乗
る
や
、
漢
陽
の
周
慈
を
以
て
鼻
革
尚
書
と
為
す
、
靖
と
与
に
謀
議
し
、
天
下
の
士
を
進
退
し
、
微
濁
を
沙
汰
し
、
母
国
を
顕
癒
す
、
頴
川
の
筍
爽
・

　
　
　
韓
融
・
陳
紀
等
を
進
用
し
て
公
卿
郡
守
と
為
し
、
…
…

と
あ
る
。
董
卓
時
代
、
尚
書
郎
と
し
て
「
選
挙
を
典
」
つ
た
靖
は
吏
部
尚
書
の
惹
と
と
も
に
「
謀
議
」
し
天
下
の
士
筍
爽
ら
を
重
用
し
て
公
卿

郡
守
と
な
し
た
と
い
う
。
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ま
た
、
萢
書
王
允
伝
に
は

　
　
趙
餓
…
…
初
平
中
尚
書
と
為
り
、
選
挙
を
躍
る
、
董
卓
数
し
ば
私
製
す
る
所
あ
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
曲
筆
ち
堅
く
拒
み
て
聴
さ
ず
。

と
あ
る
。
時
の
実
権
者
董
卓
の
請
託
を
、
「
選
挙
を
典
」
っ
て
い
た
尚
書
の
識
は
「
堅
く
拒
み
聴
さ
」
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
先
に
三
章
で
挙
げ
た
聖
帝
起
居
注
に
お
い
て
「
六
府
」
の
推
挙
の
後
に
そ
の
人
物
を
「
用
う
」
る
の
は
「
主
者
」
で
あ
っ
た
。
右
の
王
允
伝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

事
例
を
見
る
な
ら
、
そ
の
「
主
者
」
と
は
尚
書
、
就
中
、
卑
見
伝
の
例
か
ら
す
れ
ば
吏
部
尚
書
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
六
府
」
の
専
権
を
握

っ
た
と
き
で
さ
え
、
最
後
の
決
定
を
行
う
の
は
尚
書
で
あ
っ
た
（
無
論
最
終
の
決
定
権
は
帝
に
あ
る
が
、
当
時
の
献
帝
は
＋
五
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
）
。

　
こ
う
し
た
制
度
は
当
然
曹
操
の
魏
国
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
魏
志
毛
雲
叢
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
太
祖
の
野
曝
丞
相
為
り
し
に
、
軌
嘗
て
東
田
橡
為
り
、
皇
尊
と
与
に
並
び
に
選
挙
を
典
る
。
其
の
挙
用
す
る
所
は
皆
な
清
正
の
士
、
時
に
於
い
て
盛
名
あ

　
　
　
る
と
難
も
行
い
本
に
由
ら
ざ
る
者
は
終
に
進
む
を
得
る
馨
し
。
…
…
文
墨
の
五
官
将
と
為
る
や
、
親
し
く
自
ら
琉
に
詣
り
親
除
す
る
所
を
属
す
、
軌
答
え

　
　
　
て
憎
く
、
「
老
臣
は
能
く
職
を
守
る
を
以
て
幸
い
に
戻
を
免
が
る
を
得
、
今
説
く
所
の
人
は
単
管
に
非
ず
、
是
を
以
て
敢
え
て
命
を
奉
ら
ず
。
」
と
。
…
…

　
　
魏
国
の
初
め
て
建
つ
る
や
尚
書
僕
射
と
為
り
、
復
た
選
挙
を
叢
る
。
（
注
・
先
賢
行
状
）
玖
、
雅
亮
公
正
、
官
に
在
り
て
は
清
恪
、
其
の
選
挙
を
典
る
や
、

　
　
　
貞
実
を
抜
き
、
忌
事
を
斥
け
、
遜
行
を
進
め
、
阿
仁
を
抑
う
。
諸
そ
官
を
尽
り
民
を
息
む
る
に
功
績
著
れ
ず
し
て
私
財
豊
足
な
る
者
は
皆
な
免
黙
停
廃
し
、

　
　
　
久
し
く
選
用
せ
ず
。

曹
操
の
丞
相
中
東
曹
橡
よ
り
工
程
の
尚
書
僕
射
と
な
り
「
選
挙
を
典
」
つ
た
毛
鑓
は
後
の
文
素
の
請
託
を
も
拒
ん
だ
と
あ
り
、
先
の
後
漢
末
期

に
お
け
る
尚
書
趙
識
の
事
例
に
類
似
す
る
。
彼
の
行
っ
た
人
事
に
際
し
て
は
「
遷
次
」
の
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
先
賢
行
状
に

あ
る
記
載
は
東
曹
・
尚
書
僕
射
い
ず
れ
の
時
期
の
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
「
そ
の
選
挙
を
翻
る
」
に
あ
た
っ
て
は
「
官
を
宰
り
民
を
治
め
」

る
上
で
の
「
功
績
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
琉
と
と
も
に
、
東
曹
橡
時
代
よ
り
「
選
挙
を
典
」
つ
た
と
い
う
崔
瑛
も
や
は
り
後
に
魏
国
の
尚
書
と
な
り
、
「
鐙
衡
を
委
授
せ
ら
れ
清
議
を

総
博
す
る
こ
と
十
有
余
年
」
と
あ
る
（
魏
志
士
手
伝
薬
事
先
賢
行
状
）
。
彼
の
没
し
た
の
は
慰
安
二
十
一
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
東
曹
橡
時
代
か
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ら
の
こ
と
と
見
て
よ
い
。
「
選
挙
を
典
」
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
「
鎗
衡
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
お
り
、
人
事
の
用
語
と
し
て
の
「
鐙
衡
」
の
諮

の
見
え
る
早
期
の
例
で
あ
る
。
更
に
や
や
降
っ
て
尚
志
諸
侯
玄
伝
に
は
恐
ら
く
正
始
年
間
の
彼
の
言
葉
と
し
て

　
　
　
夫
れ
官
才
も
て
人
を
用
う
る
は
国
の
柄
な
り
、
故
に
鐙
衡
の
台
閣
に
専
ら
に
せ
ら
る
は
上
の
分
な
り
、
…
…

と
あ
る
。
台
閣
と
尚
書
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
魏
初
よ
り
尚
書
の
行
う
人
事
に
対
し
「
鎗
衡
」
の
語
の
使
わ
れ
る
事
例
が
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

え
始
め
る
。
そ
れ
は
後
代
の
吏
部
に
よ
る
鈴
選
の
制
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
。

　
以
上
、
前
漢
末
期
よ
り
三
國
に
か
け
て
次
第
に
尚
書
に
よ
る
人
事
の
制
が
形
成
さ
れ
、
三
国
初
期
に
は
そ
れ
を
表
す
も
の
と
し
て
の
上
郡
の

語
の
出
現
を
見
た
。
こ
の
よ
う
な
用
語
の
出
現
が
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
潮
度
の
成
立
を
逆
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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①
　
三
章
注
⑤
。

②
　
こ
の
部
分
を
「
旧
、
選
挙
を
典
る
は
…
…
」
と
読
め
な
く
も
な
い
が
、
次
の
よ

　
う
に
「
漢
家
の
旧
典
」
な
る
例
の
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
こ
の
よ
う
に
読
み

　
た
い
。

　
　
博
物
磁
壁
、
無
届
不
覧
、
尤
鋭
意
三
史
、
長
於
漢
家
国
典
（
三
国
志
・
蜀
志

　
　
孟
光
伝
）

③
察
挙
に
際
し
挙
主
が
責
任
を
負
い
、
被
挙
者
其
の
人
に
非
ざ
る
時
に
は
「
選
挙

　
不
以
実
」
の
罪
を
以
て
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
程
樹
徳
「
漢
律
考
」
五
、

　
律
令
雑
考
下
、
及
び
大
庭
氏
前
掲
「
漢
書
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」
を
参
照
。

④
　
同
じ
時
期
、
買
諭
が
尚
書
と
し
て
李
催
ら
の
も
と
で
「
選
挙
を
典
」
つ
た
と
あ

　
り
（
三
国
志
・
耳
蝉
費
詳
伝
）
、
或
い
は
こ
の
主
者
と
は
彼
の
こ
と
で
あ
っ
た
か

　
も
知
れ
な
い
。

　
　
…
…
後
謝
為
左
薦
翔
、
催
等
欲
以
功
侯
之
、
翔
日
、
「
此
救
命
之
計
、
何
功

　
　
之
有
。
」
固
辞
不
受
。
又
以
為
尚
書
歩
射
、
認
日
、
「
尚
書
撲
射
、
宮
之
師

　
　
長
、
天
下
所
望
、
翔
名
不
素
重
、
是
所
以
服
人
也
。
縦
謝
昂
奮
栄
利
、
奈
国

　
　
読
響
。
」
乃
更
拝
翔
尚
書
、
典
選
挙
、
多
所
医
済
、
催
等
親
而
密
議
。
（
三
国

　
　
志
・
魏
志
巻
十
一
質
翔
伝
）

⑤
　
罪
代
の
謹
選
の
制
に
つ
い
て
は
大
唐
六
典
巻
二
、
吏
部
尚
書
、
等
に
見
え
る
。

結

　
本
稿
の
論
旨
を
ま
と
め
る
。

た
宮
簿
の
記
蔵
を
参
照
の
上
、

曇載
目口

前
漢
末
期
以
降
尚
書
で
あ
っ
た
。

累
代
、
推
挙
や
そ
の
制
度
化
さ
れ
た
察
挙
制
度
に
対
す
る
、
功
次
に
よ
る
通
常
の
人
事
は
、
功
労
な
ど
を
記
し

命
令
や
故
事
の
規
定
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
。
六
百
石
以
上
の
高
級
官
僚
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
行
う
の
は

　
後
漢
に
お
い
て
時
に
見
ら
れ
る
、
三
公
が
六
百
石
以
上
の
刺
史
や
太
守
の
「
選
挙
」
を
行
っ
た
と
い
う
の
は
、
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実
は
非
常
の
察
挙
の
こ
と
で
あ
り
、
通
常
の
人
事
は
や
は
り
尚
書
が
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
の
末
期
頃
に
な
る
と
史
料
に
し
ぼ
し

ば
現
れ
る
よ
う
に
な
る
、
尚
書
に
よ
る
「
選
挙
」
と
は
こ
の
よ
う
な
察
挙
欄
度
に
あ
ら
ざ
る
通
常
の
人
事
の
制
で
あ
っ
た
。

　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
漠
然
と
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
前
漢
、
一
瓢
公
の
持
っ
て
い
た
「
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

挙
」
の
権
が
後
漢
に
は
い
る
と
次
第
に
尚
書
に
侵
食
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
。
無
論
、
こ
の
「
選
挙
」
の
語
を
日
常
の
人
事
の
制
、
と
言
い
換
え

れ
ば
本
稿
の
論
旨
も
そ
の
枠
を
大
き
く
出
る
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
選
挙
」
の
語
の
示
す
内
容
を
少
し
で

も
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
漢
代
に
お
い
て
こ
の
語
は
非
常
の
察
挙
と
通
常
の
人
事
と
を
併
せ
含
む
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
た
。
漢
代
に
お
い
て
こ
の
両
者
が
未
分
化
で
あ
っ
た
、
と
も
或
い
は
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
遅
く
と
も
後
漢
末
期
に
は
こ
の
両

者
の
明
ら
か
な
分
化
が
見
て
取
れ
る
こ
と
を
本
稿
で
は
確
認
し
得
た
。

　
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た
尚
書
に
よ
る
人
事
－
鐙
衡
の
制
は
魏
に
も
継
承
さ
れ
、
後
代
の
吏
部
尚
書
に
よ
る
鐙
選
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。

　
も
と
よ
り
史
料
的
限
界
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
制
度
の
ご
く
一
部
し
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
後
の
六
週
中
唐
時
代
に
お

け
る
尚
書
に
よ
る
人
事
の
制
が
既
に
後
漢
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
九
品
官
人
法
の
施
行
下
で
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
い
く
の
か
、
或
い
は
変
わ
ら
な
い
の
か
、
そ
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
　
周
道
済
『
漢
唐
宰
相
制
度
』
（
大
化
書
局
、
一
九
六
四
年
初
刊
）
な
ど
。

②

前
掲
黄
熱
著
一
五
章
。

　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
貴

）
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The　Formation　of　the　’Evaluation　System　under　the

　　　　　Imperial　Secretary　：　A　Reconsideration　of

　　　　　　　　　　“Election”　in　the　Han　Period

by

SATo　Tatsuro

　　Previous　studies　of　the　Han　system　for　the　promotion　of　oMcials

focused　primariiy　on　the　recommendation　system察挙制度．　As　Professor

Oba　has　pointed　out，　however，　there　was　another　promotion　system，

through　which　oraciais　could　be　promoted　routinely　by　serving　a　certain

term；　most　oficials　obtained　their　promotions　through　this　system．

Most　previous　studies　do　not　distinguislt　this　system　from　the　recom－

mendatioll　system，　and　refer　to　both　systems　as　the　election　system遜i

挙．This　article　clar粗es　the　differences　between　the　recommendation

system　and　the　routine　promotion　system．

　　There　was　a　routine　promotion　system　in　the　Han　period．，　managed

according　to　documents　on　the　administration　of　othcials　and　rules　for

their　promotion．　At　the　end　of　the　Western　Han，　the　oMce　charged

with　the　management　of　this　system　was　shifted　from　the　purview　of

the　Three　Dukes三公to　that　of　the　Imperial　Secretary尚書．　In　some

records　from　the　Eastern　Han，　it　appears　that　the　Three　Dukes　still

managed　this　system，　but　the　system　referred　to　in　these　records　by　the

term　“election”　was　in　fact　the　recommendation　system　and　not　the

routine　promotion　system．　Though　lthe　routine　promotion　system　was

also　referred　to　as　“election　”　in　some　contemporary　records，　it　remained

under　the　control　of　the　lmperial　Secretary．　Toward　the　end　of　tlie

Eastern　Han，　the　routine　promotion　system　began　to　be　called　qztqn　heng

錠衡；it　can　be　regarded　as　the　origin　of　the　evaluation－election　system

（quan　xttan鎗選）managed　by　the　Ministry　of　Personal吏部尚書in　the

later　periods．
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